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【要
約
】
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
日
中
間
の
経
済
案
件
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
日
華
実
業
協
会
と
い
う
日
本
人
実
業
家
団
体
が
結
成
さ
れ
た
。
本

稿
で
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
重
要
な
外
交
懸
案
と
な
っ
た
中
国
関
税
改
定
問
題
に
つ
い
て
の
同
会
の
運
動
を
検
討
し
、
そ
の
政
治
活
動
の
特
色
を
明
ら

か
に
す
る
。
会
の
中
心
を
在
京
の
実
業
家
が
占
め
て
い
た
日
華
実
業
協
会
は
、
当
初
は
関
税
問
題
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
利
害
を
異
に
す
る
在
阪
の
実
業

家
と
の
連
携
を
欠
い
て
い
た
。
し
か
し
会
議
が
中
断
さ
れ
中
国
情
勢
が
流
動
化
す
る
と
、
同
会
は
在
京
の
実
業
家
と
在
阪
の
実
業
家
の
意
見
を
媒
介
・
統

合
し
、
政
府
に
対
し
て
関
税
率
・
対
中
債
権
問
題
の
包
括
的
な
解
決
と
政
党
間
対
立
を
超
え
た
一
貫
し
た
対
中
政
策
の
形
成
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
当

該
期
の
日
華
実
業
協
会
の
活
動
は
、
関
税
問
題
の
政
局
化
を
避
け
つ
つ
、
国
内
実
業
界
の
意
見
を
統
合
し
、
政
府
と
の
意
見
交
換
の
緊
密
化
を
図
ろ
う
と

す
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

史
林

一
〇
二
巻
六
号

二
〇
一
九
年
一
一
月

は

じ

め

に

周
知
の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
よ
り
中
国
政
府
は
、
日
本
を
含
む
列
強
と
の
「
不
平
等
条
約
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
関
税
率
の
段

階
的
な
改
正
を
目
指
し
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
は
関
税
自
主
権
の
完
全
な
回
復
を
求
め
る
に
至
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
一
九
二
〇
年
代
後
半

の
中
国
関
税
問
題
に
関
し
て
日
本
人
実
業
家
が
展
開
し
た
政
治
運
動
を
、「
日
華
実
業
協
会
」
と
い
う
団
体
を
中
心
に
分
析
す
る
。

日
華
実
業
協
会
は
、
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
六
月
に
設
立
さ
れ
た
日
本
人
実
業
家
に
よ
る
団
体
で
あ
る
。
結
成
の
目
的
は
第
一
次
世
界
大

戦
後
の
日
中
間
の
経
済
的
懸
案
を
実
業
家
の
立
場
か
ら
解
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
全
国
商
業
会
議
所
連
合
会
を
発
起
人
と
し
、
会
長
に
は
実
業
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界
の
最
有
力
者
た
る
渋
沢
栄
一
が
据
え
ら
れ
た
。
そ
の
設
立
趣
意
書
に
「
為
政
者
ヲ
シ
テ
大
勢
ニ
順
応
シ
テ
其
方
針
ヲ
誤
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
メ
、

又
既
往
ノ
政
策
ニ
シ
テ
苟
ク
モ
両
国
々
民
誤
解
ノ
因
ト
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
大
局
ニ
鑑
ミ
、
猛
然
ト
シ
テ
之
ヲ
改
メ
シ
メ
」
る
と
あ
る
よ
う
に
、
本

会
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
、
単
な
る
日
中
民
間
交
流
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
に
よ
る
対
中
政
策
に
も
実
業
家
と
し
て
提
言
を
行
う
意
思
が
表
明

さ
れ
て
い
た
。
同
会
の
設
立
は
、
当
時
の
日
本
外
交
の
最
大
の
焦
点
で
あ
っ
た
中
国
問
題
に
関
し
て
、
日
本
人
実
業
家
が
広
範
に
結
集
し
て
民

間
の
立
場
か
ら
発
言
を
強
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る①
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
同
会
が
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
対
中
外
交
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
政
治
活
動
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
団
体
が
い
か
な
る
実
業
家
の
意
向
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
、

そ
の
運
動
が
日
本
人
実
業
家
の
意
見
を
ど
の
程
度
代
表
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
、
同
会
の
活
動
の
基
本
的
な
あ
り
様
に
つ
い
て

は
、
実
は
そ
の
評
価
は
一
定
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
会
は
主
に
東
京
に
本
拠
を
構
え
る
「
主
要
財
閥
の
意
志
を
結
集
し
た
も
の
」
と
い

う
評
価②
、
ま
た
「〔
日
華
実
業
協
会
設
立
後
に
（
引
用
者
注
、
以
下
同
様
）〕
日
本
の
経
済
界
で
は
、
中
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
長
や
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
高
揚
に
伴
い
、
排
日
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
対
峙
し
強
硬
論
を
主
張
す
る
喜
多
又
蔵
ら
大
阪
実
業
界
と
、
財
界
に
よ
る
日
中
国
交
調
整
を
目

指
す
渋
沢
・
白
岩
〔
龍
平
〕
ら
と
の
間
で
、
激
し
い
内
部
対
立
が
起
こ
」
っ
た
と
い
う
評
価③
、
あ
る
い
は
東
京
勢
を
中
心
と
し
つ
つ
も
大
阪
勢

の
意
見
も
十
全
に
汲
み
取
ら
れ
て
お
り
「
在
華
紡
に
代
表
さ
れ
る
現
地
の
有
力
資
本
」
や
財
閥
の
中
で
も
「
中
国
関
内
と
関
係
の
深
い
」
部
門

の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
る
な
ど④
、
大
き
な
食
い
違
い
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
齟
齬
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
同
会
の
運
動
が
特
定
の
局
面
の
み
に
限
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
活
動
内
容
の
変
化
が
、

時
期
的
段
階
差
を
踏
ま
え
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
し
か
し
、
日
華
実
業
協
会
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
の
重
要
な
意
義
は
、

そ
の
設
立
経
緯
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
中
国
問
題
に
関
し
て
多
様
な
利
害
を
抱
え
て
い
た
実
業
家
が
、
業
種
や
地
域
を
横
断
し
て
結
集

し
、
政
治
運
動
を
行
お
う
と
し
て
い
た
点
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
政
治
団
体
と
し
て
の
発
展
過
程
や
政
治
史
的
位
置
づ
け
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
実
業
界
内
部
の
動
き
が
い
か
に
統
合
・
調
整
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
が
、
見
逃
せ
な
い
論
点
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
諸
経
済
団
体
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
同
会
の
活
動
の
変
遷
を
政
治
過
程
に
即
し
て
明
確
に
し
て
ゆ
く
作
業
が
必
要

と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
本
稿
で
着
目
す
る
の
が
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
展
開
さ
れ
た
中
国
関
税
改
定
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
本
問
題
は
、
二
〇
世
紀

中
国
に
と
っ
て
悲
願
だ
っ
た
「
不
平
等
条
約
」
改
正
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
へ
の
日
本
の
対
応
を
論
じ
た
先
行
研
究

は
、
政
策
決
定
・
交
渉
過
程
と
い
っ
た
狭
義
の
外
交
史
的
観
点
に
集
中
し
て
き
た⑤
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
中
国
の
関

税
改
定
が
対
中
貿
易
・
投
資
に
関
わ
る
日
本
人
実
業
家
の
経
済
活
動
に
と
っ
て
直
接
影
響
を
与
え
る
問
題
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
意
識
し

た
い
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
先
ん
じ
第
一
次
大
戦
期
に
中
国
関
税
引
き
上
げ
が
日
中
間
で
議
論
さ
れ
た
際
に
は
特
に
関
西
の
実
業
家
が

大
規
模
な
反
対
運
動
を
起
こ
し⑥
、
ま
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
時
期
に
つ
い
て
も
日
華
実
業
協
会
が
活
発
な
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に⑦
、
中
国
関
税
問
題
の
帰
趨
は
一
貫
し
て
実
業
家
の
政
治
運
動
の
活
性
化
に
繫
が
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
筆

者
は
前
稿
に
お
い
て
第
一
次
大
戦
期
の
中
国
関
税
引
き
上
げ
問
題
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
在
京
の
経
済
団
体
と
在
阪
の
経
済
団
体
と
の
間
で
意

見
対
立
が
生
じ
た
こ
と
を
示
し
た
が⑧
、
か
か
る
東
西
間
の
対
立
を
日
華
実
業
協
会
が
ど
う
克
服
し
た
の
か
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し

た
課
題
を
解
決
す
る
上
で
、
有
効
な
視
角
と
な
る
と
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
中
国
関
税
問
題
を
め
ぐ
る
国
内
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
外
交
担
当
者
の
視
線
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
当
時
の
対
中
外
交
を
、
構
造
的
奥
行
を
も
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
に
も

繫
が
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
論
で
は
、
運
動
と
対
中
外
交
の
展
開
に
即
し
て
、
①
北
京
関
税
特
別
会
議
の
開
催
時
（
一
九
二
五
年
一
〇
月
〜

二
六
年
七
月
）、
②
関
税
会
議
中
断
後
、
南
北
両
政
府
に
よ
る
付
加
税
実
施
期
（
〜
一
九
二
八
年
八
月
）、
③
国
民
政
府
に
よ
る
条
約
廃
棄
宣
告
か

ら
日
中
関
税
協
定
締
結
（
〜
一
九
三
〇
年
五
月
）
ま
で
の
時
期
、
の
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
て
検
討
を
行
う
。
そ
の
際
に
は
、
日
華
実
業
協
会
が

い
か
な
る
対
中
政
策
を
も
っ
て
国
内
実
業
家
の
意
見
を
ま
と
め
て
い
っ
た
の
か
を
時
期
を
追
っ
て
把
握
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
そ
の
上
で
当

該
期
の
日
華
実
業
協
会
の
活
動
が
国
内
政
治
に
お
い
て
も
っ
た
意
味
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
中
国
問
題
の
展
開
が
日
本
国
内
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に
与
え
た
反
響
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

①

日
華
実
業
協
会
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
、
副
島
円
照
「
一
九
二
〇
年
代
の
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
中
国
政
策
」（『
日
本
史
研
究
』
第
一
五
〇
・
一
五
一
号
、
一
九

七
五
年
）、
片
桐
庸
夫
『
民
間
交
流
の
パ
イ
オ
ニ
ア
渋
沢
栄
一
の
国
民
外
交
』（
藤

原
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
一
〜
一
五
五
頁
。
史
料
の
引
用
は
、「
日
華
実
業

協
会
趣
意
書
及
規
則
」
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
編
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』

第
五
五
巻
（
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
、
以
下
、『
渋
沢
資
料
』

と
略
）
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。
会
運
営
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
白
岩
龍
平

（
東
亜
興
業
・
日
清
汽
船
）
は
、
同
会
の
設
立
に
つ
い
て
、「
欧
洲
大
戦
後
の
国

際
経
済
競
争
の
熾
烈
な
ら
ん
と
す
る
潮
合
に
刺
激
さ
れ
て
、
純
実
業
家
の
対
支
団

体
の
有
力
な
る
活
動
を
必
要
と
感
じ
た
の
で
、
同
人
間
に
議
が
熟
し
た
。
さ
て
会

頭
は
…
…
協
会
は
東
京
・
大
阪
を
初
め
実
業
家
の
有
力
分
子
を
網
羅
す
る
こ
と
で

あ
り
、
全
国
の
商
業
会
議
所
会
頭
や
、
各
団
体
の
首
脳
者
を
包
容
す
る
為
め
、
青

淵
先
生
〔
渋
沢
〕
の
外
に
は
な
」
か
っ
た
と
回
顧
し
て
い
る
（「
白
岩
龍
平
談
話

筆
記
（
一
九
二
七
年
八
月
一
〇
日
）」『
渋
沢
資
料
』
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）。

②

坂
本
雅
子
『
財
閥
と
帝
国
主
義
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
二
一

八
頁
。

③

松
浦
正
孝
『「
大
東
亜
戦
争
」
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
）
一
五
九
頁
。

④

石
井
寛
治
『
帝
国
主
義
日
本
の
対
外
戦
略
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

二
年
）
二
二
九
〜
二
三
〇
頁
。

⑤

入
江
昭
『
極
東
新
秩
序
の
模
索
』（
原
書
房
、
一
九
六
八
年
）、
臼
井
勝
美
『
日

中
外
交
史
』（
塙
新
書
、
一
九
七
一
年
）、
同
『
日
本
と
中
国
』（
原
書
房
、
一
九

七
二
年
）、
小
池
聖
一
『
満
州
事
変
と
対
中
国
政
策
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三

年
）、
西
田
敏
宏
「
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
幣
原
外
交
」（
一
）（
二
）（『
法
学

論
叢
』
第
一
四
七
巻
第
二
号
、
一
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
一
年
）、

服
部
龍
二
『
東
ア
ジ
ア
国
際
環
境
の
変
動
と
日
本
外
交
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一

年
）、
馬
場
伸
也
「
北
京
関
税
特
別
会
議
に
の
ぞ
む
日
本
の
政
策
決
定
過
程
」（
細

谷
千
博
ほ
か
編
『
対
外
政
策
決
定
過
程
の
日
米
比
較
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
七
年
）、
宮
田
昌
明
「
北
京
関
税
特
別
会
議
と
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
後
の
東
ア
ジ

ア
秩
序
の
変
容
」（『
史
林
』
第
八
九
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
な
ど
。
以
下

特
に
断
ら
な
い
限
り
、
外
交
政
策
・
交
渉
の
基
礎
過
程
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
る
。

⑥

拙
稿
「
第
一
次
大
戦
下
の
中
国
関
税
引
き
上
げ
反
対
運
動
」（『
史
学
雑
誌
』
第

一
二
八
編
第
一
一
号
、
二
〇
一
九
年
）。

⑦

副
島
前
掲
「
一
九
二
〇
年
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
中
国
政
策
」、
同
「
中
国

の
不
平
等
条
約
撤
廃
と
「
満
州
事
変
」」（
古
谷
哲
夫
編
『
日
中
戦
争
史
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）。
た
だ
し
副
島
氏
は
、
当
該
期
の
日
華
実
業
協
会
の

政
治
運
動
の
活
発
化
の
要
因
を
、「
中
国
民
族
運
動
」
に
対
す
る
そ
の
都
度
の
反

発
に
求
め
て
い
る
の
で
、
同
会
の
主
張
の
内
容
や
政
治
活
動
の
特
徴
の
詳
細
に
つ

い
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
氏
は
前
者
の
論
文
に
お
い
て
、
実

業
家
は
「
一
貫
し
た
政
策
綱
領
に
し
た
が
っ
て
運
動
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
時
々

の
情
勢
に
お
う
じ
て
自
ら
の
階
級
的
利
害
に
も
と
づ
い
て
運
動
し
た
と
い
う
感
が

強
い
」（
二
四
一
頁
）
と
し
て
い
る
。

⑧

前
掲
注
⑥
拙
稿
。
そ
の
争
点
は
対
中
投
資
・
貿
易
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
と

い
う
利
害
関
係
の
相
違
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
詳
し
く
言
及

す
る
。
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一
章

北
京
関
税
特
別
会
議
の
開
催
と
日
華
実
業
協
会

一
節

日
華
実
業
協
会
の
対
中
政
策
意
見

一
九
二
〇
年
代
後
半
を
通
じ
て
国
際
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
中
国
関
税
問
題
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
二
五
年
一
〇
月
よ
り
開
催
さ

れ
た
北
京
関
税
特
別
会
議
（
以
下
、
関
税
会
議
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
二
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会

議
で
締
結
さ
れ
た
「
中
国
の
関
税
に
関
す
る
条
約
」
に
よ
っ
て
、
中
国
関
税
の
改
定
と
そ
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
協
議
す
る
た
め
の
特
別
会

議
を
開
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
議
で
二
〇
世
紀
初
頭
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
中
国
関
税
改
定
問
題
の
最

終
的
な
決
着
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来
は
こ
こ
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
決
定
さ
れ
た
二
・
五
％
の
付
加
税
（「
奢
侈
品
」
に
分
類
さ
れ

た
品
目
は
五
％
）
の
実
施
が
協
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
中
国
政
府
は
関
税
自
主
権
の
回
復
を
主
張
し
、
列
国
も
原
則
的
に
こ
れ
を

容
認
（
一
九
二
九
年
ま
で
の
釐
金
（
中
国
地
方
政
権
の
財
源
と
な
っ
て
い
た
内
地
通
行
税
）
撤
廃
が
条
件
）、
関
税
自
主
権
回
復
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し

て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
税
率
（
品
目
ご
と
に
段
階
差
を
定
め
た
差
等
税
率
）
を
ど
う
設
定
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
会
議
は
紛
糾
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
本
章
で
は
こ
の
関
税
会
議
に
対
し
て
、
日
華
実
業
協
会
が
い
か
な
る
意
見
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
政
治
活
動
を
展
開
し
た
の
か
を
、

国
内
の
実
業
家
・
経
済
団
体
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
検
討
し
、
同
会
に
と
っ
て
中
国
関
税
改
定
が
も
っ
た
意
味
に
つ
い
て
基
本
的
な
論
点
を
整

理
す
る
。

冒
頭
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
日
華
実
業
協
会
は
広
範
な
実
業
家
・
経
済
団
体
の
賛
同
の
も
と
に
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
際
の
運
営
は
、
定

員
一
五
名
程
度
の
常
任
幹
事
に
よ
る
会
合
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
（
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
の
幹
事
に
つ
い
て
、【
表
1
】
参
照①
）。
関
税
会
議

の
開
催
が
通
知
さ
れ
る
と
、
日
華
実
業
協
会
で
は
一
九
二
五
年
八
月
か
ら
幹
事
会
に
お
い
て
そ
の
対
応
が
検
討
さ
れ
、
外
務
当
局
者
と
の
面
会

も
交
え
つ
つ
、
意
見
の
調
整
が
図
ら
れ
た②
。
そ
し
て
九
月
に
は
、
同
会
と
し
て
の
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
、
幣
原
喜
重
郎
外
相
宛
に
提
出
さ
れ
た
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の
で
あ
る③
。
幹
事
の
構
成
が
も
っ
た
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
意
見
書
の
内
容
を
抑
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
意
見
書
の
要
点
は
、
大
き
く
い
え
ば
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
関
税
自
主
権
の
回
復
を
要
求
す
る
中
国
の
主
張
自
体
に
は

「
深
ク
同
情
」
す
る
も
の
の
、
そ
の
実
現
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、「
他
ノ
列
国
ト
異
ナ
リ
テ
我
対
支
貿
易
上
ニ
最
モ
重
大
ナ
ル
影
響
ヲ
与
フ
ル

モ
ノ
ナ
ル
ニ
依
」
る
と
し
て
、
関
税
の
大
幅
引
き
上
げ
に
関
し
て
は
懸
念
が
表
明
さ
れ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
決
定
さ
れ
た
税
率
（
二
・
五
％
）

以
上
の
引
き
上
げ
は
拒
否
す
る
姿
勢
が
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
、
同
会
は
綿
製
品
・
雑
貨
品
・
海
産
物
な
ど
に
つ
い
て
、
特
に
関
税

率
に
つ
い
て
善
処
が
必
要
な
対
中
重
要
輸
出
品
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
幣
原
宛
に
提
出
し
て
い
る④
。
既
に
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
段
階
で

日
本
の
対
中
輸
出
は
イ
ギ
リ
ス
を
抜
い
て
中
国
の
輸
入
額
の
二
〇
％
以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り⑤
、
中
国
と
の
貿
易
関
係
が
最
も
深
い

国
と
し
て
改
定
の
範
囲
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
の
決
定
事
項
を
墨
守
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
第
二
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
関
税
引
き
上
げ
に
よ
る
貿
易
へ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
に
対
し
て
の
み
で
は

な
く
そ
れ
が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
強
い
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

今
回
ノ
増
税
ハ
華
府
条
約
締
結
ノ
精
神
ニ
ヨ
リ
、
支
那
ノ
財
政
交
通
ノ
窮
乏
セ
ル
財
政
ヲ
救
助
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
之
ガ
主
眼
ト
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
、
而
シ
テ

目
下
支
那
ノ
財
政
ハ
主
ト
シ
テ
期
限
ノ
迫
レ
ル
多
額
ノ
内
外
債
ノ
為
メ
ニ
其
ノ
財
政
ヲ
圧
迫
サ
レ
居
ル
為
メ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
此
際
其
増
収
ヲ
以
テ
之
ガ
整

理
ニ
着
手
シ
、
財
政
上
ノ
圧
迫
ヲ
除
ク
ト
共
ニ
、
内
外
ノ
信
用
ヲ
恢
復
ス
ル
ニ
非
レ
バ
、
将
来
財
政
ヲ
確
立
セ
シ
ム
ル
ノ
時
期
ナ
カ
ル
可
シ
ト
信
ズ
。
又

我
国
ノ
投
資
関
係
ヨ
リ
見
ル
モ
、
従
来
ノ
投
資
ノ
多
ク
ハ
元
利
共
未
払
イ
ノ
状
態
ニ
陥
リ
其
ノ
結
果
一
般
ニ
対
支
関
係
事
業
ノ
投
資
ヲ
忌
避
ス
ル
ニ
至
リ
、

両
国
ノ
経
済
関
係
ニ
顧
ミ
誠
ニ
憂
慮
ス
可
キ
状
態
ニ
在
リ
、
此
点
ヨ
リ
見
ル
モ
此
機
会
ニ
従
来
ノ
投
資
借
款
ノ
整
理
及
ビ
之
ガ
償
還
ノ
途
ヲ
構
ゼ
ザ
ル
可

カ
ラ
ズ
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
敷
衍
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
第
一
次
大
戦
中
か
ら
直
後
に
か
け
て
、
日
本
政
府
の
対
中
政
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策
と
も
連
動
す
る
か
た
ち
で
、
横
浜
正
金
・
日
本
興
業
・
台
湾
・
朝
鮮
各
特
殊
銀
行
に
加
え
、
中
日
実
業
、
東
亜
興
業
と
い
っ
た
対
中
投
資
機

関
や
、
三
井
物
産
・
大
倉
組
と
い
っ
た
私
的
資
本
に
よ
る
対
中
借
款
が
活
発
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
北
京
政

府
の
財
政
は
、
相
次
ぐ
戦
乱
や
災
害
、
一
九
二
四
年
の
内
債
大
暴
落
、
そ
し
て
関
税
改
定
の
遅
れ
な
ど
に
よ
り
破
綻
に
瀕
し
、
外
債
の
償
還
は

進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
華
実
業
協
会
が
把
握
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
五
年
末
の
段
階
で
、
担
保
が
不
確
実
な
日
本

の
対
中
債
権
額
は
約
二
億
三
七
〇
〇
元
に
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で
あ
る⑥
。
詳
し
く
は
次
節
で
述
べ
る
が
、
か
か
る
事
態
は
対
中
投
資
に
か
か
わ
っ

て
い
た
民
間
機
関
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
問
題
で
あ
り
、「
中
日
実
業
の
よ
う
な
対
中
国
投
資
機
関
は
、
既
存
借
款
の
元
利
償
還
の
停
止
に
よ

っ
て
解
体
の
危
機
に
陥
り
、
債
権
取
り
立
て
に
狂
奔
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
」
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る⑦
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
会
議
を
機
に
関
税
を
引
き
上
げ
て
窮
乏
を
極
め
る
中
国
の
中
央
財
政
を
援
助
し
、
も
っ
て
借
款
の
償
還
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
実
業
界
に
と
っ
て
、
関
税
会
議
の
開
催
は
、
対
中
貿
易
と
投
資
と
い
う
ふ
た
つ
の
側
面
に
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
節

日
華
実
業
協
会
と
国
内
経
済
団
体
の
政
治
運
動

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
際
に
こ
の
二
つ
の
論
点
は
、
相
互
に
矛
盾
を
き
た
し
か
ね
な
い
、
微
妙
な
問
題
で

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
中
輸
出
を
優
先
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
関
税
の
引
き
上
げ
率
は
可
能
な
限
り
抑
制
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
他
方
投
資
を
優
先
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
中
国
の
財
政
再
建
や
借
款
償
還
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
不
都
合
な

結
果
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る⑧
。

前
者
の
側
面
に
強
い
懸
念
を
も
っ
て
い
た
の
が
、
対
中
貿
易
そ
の
も
の
に
強
い
利
害
関
係
を
も
つ
地
域
、
特
に
関
西
の
実
業
家
で
あ
っ
た
。

当
時
の
対
中
輸
出
の
状
況
を
【
表
2
】
に
ま
と
め
た
が
、
例
え
ば
一
九
二
五
年
段
階
で
は
輸
出
額
の
約
六
〇
％
を
大
阪
港
が
占
め
て
い
た
。
大

阪
で
は
紡
績
・
雑
貨
と
い
っ
た
対
中
輸
出
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
工
業
が
主
要
産
業
と
し
て
成
長
し
て
お
り
、
な
か
で
も
紡
績
業
界
は
、
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一
九
二
五
年
六
月
に
結
成
し
た
在
華
日
本
紡
績
同
業
会
の
総
務
理
事
に
元
外
交
官
の
船
津
辰
一
郎
を
招
請
す
る
な
ど
、
外
交
・
現
地
情
報
へ
の

関
心
を
高
め
て
い
た⑨
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
背
景
は
、
当
該
地
域
の
経
済
団
体
の
関
税
会
議
に
対
す
る
主
張
・
政
治
行
動
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た⑩
。
関
税
会
議
の
開

催
が
公
に
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
商
工
業
者
を
包
含
し
た
経
済
団
体
で
あ
る
大
阪
商
業
会
議
所
（
一
九
二
八
年
一
月
か
ら
商
工
会
議
所
、
以
下
、
大

商
）
は
、
京
都
・
神
戸
の
両
商
業
会
議
所
と
も
合
同
で
懇
談
会
を
開
催
し
、
会
議
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て
協
議
、
一
〇
月
末
の
時
点
で
、
①
関

税
自
主
権
の
回
復
は
時
期
尚
早
、
②
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
決
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
付
加
税
実
施
は
や
む
を
得
な
い
が
、
そ
の
際
は
高
率
の
課

税
が
な
さ
れ
る
「
奢
侈
品
」
の
範
囲
を
な
る
べ
く
狭
い
も
の
に
す
る
べ
き
、
な
ど
の
意
見
を
政
府
に
具
申
し
て
い
た⑪
。

会
議
所
と
し
て
の
情
報
収
集
と
検
討
、
そ
し
て
政
府
へ
の
要
求
は
関
税
会
議
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
も
続
け
ら
れ
た
。
会
議
で
新
税
率
の
導
入

が
問
題
と
な
る
と
、
同
会
議
所
は
貿
易
部
会
に
お
い
て
税
率
問
題
に
関
す
る
研
究
を
行
う
こ
と
と
し
、
所
内
で
検
討
を
続
け
た⑫
。
ま
た
一
九
二

六
年
二
月
に
大
阪
府
市
・
商
業
会
議
所
共
催
で
「
貿
易
懇
談
会
」
が
開
催
さ
れ
、
外
務
当
局
者
へ
中
国
側
へ
の
安
易
な
譲
歩
を
行
わ
な
い
よ
う

に
と
い
う
要
求
が
な
さ
れ
て
い
た⑬
。
そ
し
て
、
交
渉
が
い
よ
い
よ
紛
糾
し
た
同
年
三
月
に
は
、
会
議
所
を
代
表
し
て
高
柳
松
一
郎
書
記
官
長
が

北
京
に
派
遣
さ
れ
、
現
地
の
視
察
が
行
わ
れ
て
い
た⑭
。
関
税
率
の
変
動
に
関
し
て
、
会
議
の
成
り
行
き
に
強
い
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。そ

の
一
方
で
、
第
二
の
論
点
で
あ
る
借
款
償
還
問
題
に
関
し
て
は
、
特
に
東
亜
興
業
な
ど
の
民
間
投
資
機
関
や
各
商
社
が
連
合
し
て
、
政

府
・
外
務
省
に
働
き
か
け
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
既
に
債
権
者
た
ち
は
一
九
二
三
年
の
段
階
か
ら
、
関
税
会
議
を
期
に
借
款
の
償
還
を

目
指
す
よ
う
外
務
省
に
対
し
て
連
名
で
要
請
し
て
お
り⑮
、
実
際
に
会
議
が
迫
る
と
、
よ
り
具
体
的
な
陳
情
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
初
は
個
別
の
借
款
の
償
還
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
要
請
が
出
さ
れ
て
い
た
が⑯
、
の
ち
要
求
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
、
九
月
二
九
日
に
は
大
倉
組
、

泰
平
組
合
、
住
友
合
資
、
古
河
電
気
工
業
、
三
菱
合
資
、
三
井
物
産
、
東
亜
興
業
の
連
名
で
、
外
務
省
に
対
し
、
関
税
会
議
に
お
い
て
は
担
保

保
証
の
無
い
債
権
の
う
ち
、
元
利
の
取
り
立
て
が
困
難
な
案
件
全
て
を
「
完
全
ニ
整
理
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た⑰
。
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こ
の
よ
う
に
借
款
の
償
還
に
固
執
す
る
立
場
は
、
在
阪
の
経
済
団
体
と
は
利
害
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
当
事
者
た
ち
に
も

自
覚
さ
れ
て
い
た
。
同
年
九
月
一
二
日
に
は
外
務
当
局
者
と
民
間
債
権
者
代
表
と
の
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
債
権
者

側
（
個
人
名
は
不
明
）
か
ら
次
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る⑱
。

日
本
ハ
二
分
五
厘
以
上
ノ
増
収
ニ
ハ
反
対
ナ
ル
カ
如
キ
処
、
二
分
五
厘
増
徴
ニ
依
リ
日
本
貿
易
業
者
側
ニ
新
ニ
生
ス
ヘ
キ
負
担
七
八
百
万
円
ニ
シ
テ
、
右

以
上
一
分
若
ク
ハ
二
分
増
シ
三
分
五
厘
又
ハ
四
分
五
厘
ノ
増
徴
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
モ
日
本
貿
易
業
者
ノ
負
担
能
力
ノ
限
度
ヲ
超
ユ
ル
モ
ノ
ト
存
セ
ラ
レ

サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
之
ニ
依
リ
整
理
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
得
ル
ニ
於
テ
ハ
此
方
却
テ
利
益
ニ
非
ス
ヤ

対
中
債
権
者
に
と
っ
て
、
関
税
引
き
上
げ
に
お
い
て
生
じ
る
メ
リ
ッ
ト
（
＝
中
国
の
財
政
健
全
化
に
よ
る
債
務
の
償
還
）
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、

デ
メ
リ
ッ
ト
（
＝
対
中
貿
易
へ
の
損
害
）
に
つ
い
て
は
大
き
な
問
題
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
対
中
債
権
者
の
多
く
は
、
在
京
の
実
業
家
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
右
の
よ
う
な
見
解
は
東
京
商
業
会
議
所
（
以
下
、

東
商
）
な
ど
在
京
の
経
済
団
体
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
後
ほ
ど
な
く
農
商
務
省
か
ら
中
国
関
税
引
き
上
げ
へ
の
対

策
を
諮
問
さ
れ
た
際
、
東
商
は
「
支
那
向
輸
出
品
ヲ
製
造
ス
ル
我
国
ノ
低
廉
ナ
ル
粗
製
品
工
業
ヲ
努
メ
テ
支
那
ニ
移
動
セ
シ
ム
ル
ト
同
時
ニ
我

国
労
働
者
ヲ
モ
之
等
事
業
ニ
適
当
ニ
雇
傭
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
最
モ
緊
要
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
ト
ス
」
と
し
て
、
貿
易
へ
の
損
害
は
中
国
へ
の
事
業
投

資
の
推
進
に
よ
っ
て
補
う
べ
し
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
お
り⑲
、
関
税
会
議
に
関
し
て
も
、
関
税
増
収
分
を
無
担
保
債
権
の
償
還
に
充
て
る
こ
と

を
求
め
て
い
た⑳
。
そ
し
て
会
議
前
の
九
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
全
国
商
業
会
議
所
連
合
会
に
お
い
て
は
、
大
商
な
ど
三
会
議
所
は
協
議
の
上

作
成
し
た
建
議
を
提
出
し
た
一
方
で
、
東
京
を
は
じ
め
他
地
域
の
商
業
会
議
所
か
ら
は
、
未
だ
成
案
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
あ

っ
た
の
で
あ
る㉑
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
税
問
題
に
対
す
る
意
見
の
差
異
は
、
日
華
実
業
協
会
と
し
て
の
活
動
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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小野英二郎（日本興業銀行、～1927年11月）
荻野元太郎（古河電気）
奥村政雄（三菱合資）
門野重九郎（大倉組、東亜興業）
角田隆郎（日清汽船）
中川小十郎（台湾銀行、～1925年12月）
藤瀬政次郎（三井物産・東亜興業、～1928年12月）
倉知鉄吉（中日実業、～1925年12月、1926年12月～）
兒玉謙次（横浜正金銀行、～1927年12月）
喜多又蔵（日本棉花・日華紡織）
白岩龍平（東亜興業）
森弁治郎（日清汽船、～1925年12月）
杉原榮三郎（東京商業会議所副会頭、～1926年12月）
入江海平（南満州鉄道、1925年12月～1928年12月）

小倉正恒（住友合資、1925年12月～）
森広蔵（台湾銀行、1925年12月～1928年12月）
白仁武（日本郵船、1925年12月～1929年12月）
入江正太郎（南満州鉄道、1927年12月～1930年12月）
船津辰一郎（在華日本紡績同業会、1926年12月～）
安川雄之助（三井物産・東亜興業、1927年12月～）
鈴木島吉（日本興業銀行、1927年12月～1928年12月）
渡邊鉄蔵（東京商工会議所理事、1928年12月～）
三宅川百太郎（三菱商事、1928年12月～）
大谷登（日本郵船、1929年12月～）
柳田直吉（台湾銀行、1929年12月～）
宮島清次郎（日清紡績、1930年12月～）
大淵三樹（南満州鉄道、1930年12月～）
深尾隆太郎（日清汽船、1930年12月～）

※第4、5回『日華実業協会総会報告書』及び第6～9回『日華実業協会会務報告書』（渋沢史料館所
蔵）により作成
当該期間中の就任、退任がある場合それを記した

【表1】 日華実業協会幹事一覧（1925年～1930年）

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
日
華
実
業
協
会
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
幹
事
の
構
成
で

あ
る
。【
表
1
】
で
改
め
て
確
認
す
る
と
、
メ
ン
バ
ー
の
入
れ
替
わ
り
は
あ
る
も
の
の
、

一
九
二
〇
年
代
後
半
を
通
し
て
、
右
に
示
し
た
債
権
者
の
意
見
書
に
も
名
を
連
ね
て
い

た
、
対
中
投
資
に
深
く
関
与
し
た
企
業
の
人
物
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

当
該
期
を
通
じ
て
、
日
華
実
業
協
会
の
関
税
問
題
に
対
す
る
意
見
に
は
、
彼
ら
の
意
向

が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
一
九
二
五
年
八
月
に
開
催
さ

れ
た
関
税
会
議
に
つ
い
て
の
幹
事
会
で
は
、
民
間
借
款
の
償
還
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る㉒
。

も
ち
ろ
ん
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
日
華
実
業
協
会
も
、
関
税
会
議
が
対
中
貿
易

に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
関
税
会
議
そ
の

も
の
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
と
政
治
運
動
の
あ
り
様
は
、
日
華
実
業
協
会
と
在
阪
の
経
済

団
体
と
で
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
た
。
大
商
な
ど
が
関
税
会
議
に
強
い
関
心
を
持
ち
、

そ
の
都
度
政
府
へ
関
税
率
に
つ
い
て
譲
歩
し
な
い
よ
う
要
請
し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の

通
り
で
あ
り
、
同
会
を
代
表
し
て
北
京
へ
視
察
に
赴
い
た
高
柳
は
、
交
渉
が
難
航
し
て

い
る
現
状
か
ら
見
れ
ば
「
我
国
と
し
て
は
成
る
べ
く
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
於
て
関
税
会
議

を
中
止
せ
し
む
る
を
以
て
得
策
と
す
」
と
報
告
し
て
い
た㉓
。
会
議
の
中
止
を
希
望
す
る

と
い
う
の
は
誇
張
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
る
に
し
て
も
、
大
商
な
ど
の
動
向
の
背
景
に
は

関
税
会
議
の
開
催
そ
の
も
の
に
批
判
的
な
見
方
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
日
華
実
業
協
会
は
、「
其
〔
関
税
会
議
の
〕
目
的
ハ
窮
乏
セ
ル
支
那
財
政
ヲ
援
助
ス
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全 国 大阪港

1925 468438 289319

1926 421861 241105

1927 334183 173419

1928 373141 218736

1929 346652 200266

1930 260825 131246

各年の『大日本外国貿易年表』及び
『日本外国貿易年表』による

【表2】 対中輸出貿易額の推移
(1925～1930年)

単位：千円

ル
為
メ
賛
成
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
之
カ
条
件
ノ
如
キ
モ
可
成
多
岐
ニ
亘
ル
ヲ
避
ク
ル
ヲ
妥
当

ト
信
ズ
」
と
し
て
、
鉱
業
法
の
改
正
、
通
商
区
域
の
拡
張
、
防
穀
令
の
撤
廃
と
い
っ
た
会
議
を

機
に
同
時
に
要
求
さ
れ
た
事
項
に
関
し
て
は
無
理
強
い
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
た㉔
。
す
な
わ

ち
、
中
国
政
府
の
税
収
を
安
定
さ
せ
民
間
借
款
の
償
還
を
目
指
す
立
場
か
ら
は
、
何
よ
り
も
関

税
会
議
を
確
実
に
成﹅

立﹅

さ﹅

せ﹅

る﹅

こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
事
実
大
阪
を
中
心
に
展
開

さ
れ
た
請
願
運
動
に
関
し
て
、
日
華
実
業
協
会
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
関
税
会
議
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
は
、
幹
事
の
大
半
を
在
京
の
実

業
家
が
占
め
る
日
華
実
業
協
会
と
、
在
阪
の
経
済
団
体
と
の
間
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ

た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う㉕
。
日
華
実
業
協
会
は
本
来
中
国
問
題
に
関
し
て
、
国
内
外
の
日
本
人
実
業
家
の
連
携
を
図
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と

し
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
た
が
、
国
内
の
実
業
家
を
統
合
し
、
一
致
し
た
政
治
運
動
を
行
う
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
確
認
し
た
よ
う
な
実
業
家
の
要
求
に
対
し
て
、
政
府
の
外
交
は
ど
の
程
度
応
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
や
く
か
ら
臼
井
勝
美
氏
ら
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
関
税
自
主
権
の
回
復
ま
で
の
暫
定
税
率
（
差
等
税
率
）
の
決
定
問
題
に
関
し
て
は
、

日
本
政
府
は
対
中
主
要
輸
出
品
が
低
税
率
に
お
さ
ま
る
よ
う
、
強
硬
に
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
差
等
税
率
案
は
、
輸

入
品
目
を
七
・
五
％
〜
二
七
・
五
％
の
間
の
七
段
階
に
わ
け
新
課
税
を
行
う
（
＝
二
・
五
％
か
ら
二
二
・
五
％
の
間
の
増
税
を
行
う
）
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
が
、
綿
製
品
・
雑
貨
な
ど
日
本
の
主
要
輸
出
品
の
大
半
は
、
最
低
税
率
の
二
・
五
％
の
増
課
に
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

最
終
的
に
は
関
税
会
議
に
批
判
的
だ
っ
た
大
阪
に
お
い
て
も
日
本
政
府
が
提
案
し
て
い
る
差
等
税
率
案
が
通
り
さ
え
す
れ
ば
、
対
中
輸
出
に
致

命
的
な
打
撃
は
出
な
い
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る㉖
。

そ
の
一
方
で
第
二
に
、
債
権
償
還
問
題
の
解
決
に
も
幣
原
ら
は
執
着
し
て
い
た
。
日
本
の
対
中
借
款
償
還
に
と
っ
て
関
税
会
議
が
重
要
で
あ

っ
た
の
は
そ
の
大
部
分
が
無
担
保
借
款
で
あ
っ
た
た
め
だ
が
、
日
本
と
異
な
っ
て
海
関
を
対
中
借
款
の
担
保
と
し
て
有
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
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会
議
の
終
盤
と
な
る
と
関
税
増
収
分
を
債
権
整
理
に
充
当
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
日
本
に
反
発
し
、
二
・
五
％
の
付
加
課
税
の
実
施
の
み
を
決

定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
会
議
を
打
ち
切
る
方
針
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た㉗
。
し
か
し
日
本
外
務
省
は
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
提
案
に
妥
協
す
る
こ
と

な
く
、
あ
く
ま
で
関
税
率
の
問
題
と
、
債
権
整
理
問
題
と
を
包
括
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
た㉘
。
そ
し
て
幣
原
自
身
が
「
差
等
税
率

及
債
務
整
理
問
題
ノ
如
キ
重
要
ナ
ル
成
果
ヲ
終
ニ
未
定
ノ
儘
之
カ
放
棄
ヲ
黙
認
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
我
貿
易
上
ハ
勿
論
、
一
般
対
支
政
策
ノ
見
地
ヨ

リ
ス
ル
モ
有
害
無
益
ナ
リ
ト
シ
テ
物
議
ノ
沸
騰
ヲ
来
ス
ヘ
ク
今
日
迄
会
議
ノ
成
功
ニ
望
ミ
ヲ
嘱
シ
政
府
ノ
方
針
ヲ
支
持
シ
来
レ
ル
国
論
ハ
俄
然

悪
化
ス
ル
ノ
形
勢
ア
リ
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
か
か
る
判
断
の
背
景
に
は
関
税
会
議
が
日
本
に
と
っ
て
も
つ
複
雑
な
利
害
関
係
と
、
国
内

か
ら
の
要
求
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る㉙
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
外
務
省
が
目
指
し
た
よ
う
な
内
容
で
関
税
会
議
が
妥
結
し
て
い
れ
ば
、
中
国
関
税
問
題
は
対
中
貿
易
・
投
資
そ
れ
ぞ
れ

に
関
わ
る
実
業
家
に
と
っ
て
そ
れ
な
り
に
満
足
で
き
る
か
た
ち
で
決
着
を
み
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
中
国
国
内
の
政

情
不
安
に
よ
っ
て
、
関
税
会
議
は
正
式
な
協
定
が
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
流
会
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
九
二
六
年
七
月
）。
そ
し
て
次
章
以
降
で
確

認
す
る
よ
う
に
、
会
議
の
中
止
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
態
に
よ
っ
て
、
日
華
実
業
協
会
の
政
治
運
動
の
あ
り
様
は
変
容
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
っ
た
。

①

幹
事
会
の
重
要
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
評
価
は
一
致
し
て
い

る
（
坂
本
前
掲
書
及
び
石
井
前
掲
書
）。

②
「
八
月
十
四
日
幹
事
会
ニ
於
ケ
ル
支
那
関
税
会
議
ニ
関
ス
ル
小
田
切
氏
談
話
要

領
」「
八
月
廿
五
日
正
午
幹
事
会
ニ
於
ケ
ル
木
村
局
長
談
話
要
領
筆
記
」（「
日
華

実
業
協
会
往
復
」（
一
）
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
三
五
六
〜
三
六
四
頁
。

③
「
支
那
関
税
特
別
関
税
会
議
ニ
対
ス
ル
意
見
」（「
日
華
実
業
協
会
往
復
」（
一
）

所
収
）
同
右
、
三
六
六
〜
三
六
八
頁
。

④
「
支
那
関
税
率
引
上
ニ
依
リ
影
響
ヲ
受
ク
ヘ
キ
本
邦
重
要
輸
出
品
」（「
日
華
実

業
協
会
往
復
」（
一
）
所
収
）
同
右
、
四
一
三
頁
。

⑤

久
保
亨
ほ
か
編
『
統
計
で
み
る
中
国
近
現
代
経
済
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
六
年
）
一
四
五
頁
。

⑥

日
華
実
業
協
会
『
支
那
関
税
特
別
会
議
参
考
資
料
』
第
一
輯
（
渋
沢
史
料
館
所

蔵
）
一
一
二
頁
。

⑦

債
権
償
還
問
題
の
詳
細
は
、
疋
田
康
行
「
両
大
戦
間
期
日
本
の
対
中
国
債
権
問

題
」
国
家
資
本
輸
出
研
究
会
編
『
日
本
の
資
本
輸
出
』（
多
賀
出
版
、
一
九
八
六

年
）、
引
用
文
は
一
一
八
〜
一
一
九
頁
。

⑧

対
中
貿
易
と
投
資
が
相
互
に
矛
盾
し
う
る
問
題
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小

風
秀
雅
「
一
九
世
紀
世
界
シ
ス
テ
ム
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
不
平
等
条
約
体
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制
」（『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

⑨

在
華
日
本
紡
績
同
業
会
編
集
・
発
行
『
船
津
辰
一
郎
』（
一
九
五
八
年
）
一
六

六
〜
一
七
二
頁
。

⑩

大
阪
の
実
業
家
が
関
税
会
議
に
関
し
て
強
硬
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
既

に
概
括
的
に
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
（
馬
場
前
掲
論
文
な
ど
）、
こ
こ
で
は
東
京

で
の
動
き
と
の
比
較
を
行
う
た
め
、
や
や
詳
細
に
事
実
関
係
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

⑪
「
本
所
録
事
」（『
大
阪
商
業
会
議
所
月
報
』
第
二
二
一
号
、
一
九
二
五
年
一
〇

月
、
第
二
二
二
号
、
同
年
一
一
月
）。

⑫
「
本
所
録
事
」（
同
右
、
第
二
二
三
号
、
一
九
二
五
年
一
二
月
、
第
二
二
四
号
、

一
九
二
六
年
一
月
）。

⑬
「
府
市
商
議
連
合
貿
易
懇
談
会
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
六
年
二
月
二
日
付
。

⑭

高
柳
「
支
那
関
税
会
議
陳
情
報
告
」（『
大
阪
商
業
会
議
所
月
報
』
第
二
二
七
号
、

一
九
二
六
年
四
月
）。

⑮
「
対
支
債
権
に
関
し
請
願
の
件
」（
一
九
二
三
年
三
月
二
九
日
）「
不
確
実
及
ビ

無
担
保
債
権
整
理
方
交
渉
関
係
雑
件

第
一
巻
」（「
外
務
省
記
録
」
Ｅ
-
1
-
5

-
0
-
Ｊ
6
）
所
収
。
こ
の
時
の
差
出
人
は
、
三
井
物
産
・
中
日
実
業
・
古
河
電

気
・
住
友
合
資
・
大
倉
組
・
泰
平
組
合
・
興
源
公
司
・
三
菱
合
資
・
東
亜
興
業
の

九
社
。

⑯
「
対
支
那
交
通
部
電
話
材
料
債
権
整
理
に
関
す
る
請
願
書
」（
一
九
二
五
年
八
月

一
七
日
）「
支
那
関
税
並
治
外
法
権
撤
廃
問
題
北
京
会
議
一
件

外
債
整
理

本

邦
債
権
者
関
係

第
一
巻
」（「
外
務
省
記
録
」
二
-
九
-
一
〇
-
一
三
-
一
一
-

二
）
所
収
、
な
ど
。

⑰
「〔
一
九
二
五
年
九
月
二
九
日
付
幣
原
喜
重
郎
外
相
宛
請
願
書
〕」
同
右
所
収
。

⑱
「
大
正
十
四
年
九
月
十
二
日
対
支
債
権
者
会
議
に
於
け
る
木
村
亜
細
亜
局
長
談

要
旨
」
同
右
所
収
。
出
席
企
業
は
、
以
下
の
通
り
。
三
井
物
産
、
泰
平
組
合
、
古

河
電
気
、
三
菱
合
資
、
興
亜
会
、
東
亜
興
業
、
中
日
実
業
、
住
友
合
資
。

⑲
「
支
那
関
税
引
上
ニ
因
ル
影
響
緩
和
方
法
ニ
関
ス
ル
諮
問
会
議
記
録
」（
一
九
二

二
年
）
全
国
商
工
会
議
所
関
係
資
料
刊
行
委
員
会
編
「
全
国
商
工
会
議
所
関
係
資

料

東
京
商
工
会
議
所
（
経
済
資
料
セ
ン
タ
ー
）
所
蔵
」
第
一
期
（
東
京
商
工
会

議
所
、
二
〇
一
〇
年
）
一
-
二
一
三
。

⑳
「
支
那
関
税
問
題
委
員
会
」
同
右
、
一
七
-
四
九
八
七
。

㉑
「
大
阪
商
業
会
議
所
総
会
議
事
録
」（『
大
阪
商
業
会
議
所
月
報
』
第
二
二
三
号
）。

㉒

前
掲
注
②
。

㉓

前
掲
注
⑭
。

㉔
「
支
那
特
別
関
税
会
議
ニ
対
ス
ル
意
見
要
項
」（「
日
華
実
業
協
会
往
復
（
一
）」

所
収
）『
渋
沢
資
料
』
三
六
九
〜
三
七
二
頁
。

㉕

来
阪
し
て
関
税
自
主
権
の
容
認
を
説
く
貴
族
院
議
員
に
対
し
、
大
阪
の
実
業
家

が
反
論
す
る
と
い
う
出
来
事
も
あ
っ
た
（「
関
税
会
議
対
策
懇
談
」『
大
阪
毎
日
新

聞
』
一
九
二
五
年
一
〇
月
六
日
付
）。

㉖

例
え
ば
、「
支
那
の
新
関
税
は
我
貿
易
に
ど
う
響
く
？
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一

九
二
六
年
四
月
七
日
付
、「
今
後
三
国
共
同
案
が
通
過
し
て
も
対
支
輸
出
に
は
激

変
が
な
い
」（
庄
司
乙
吉
談
）『
大
阪
時
事
新
報
』
同
年
五
月
四
日
付
、
な
ど
。
庄

司
は
日
本
側
顧
問
と
し
て
、
会
議
に
随
行
し
て
い
た
。

㉗

イ
ギ
リ
ス
の
政
策
の
背
景
に
関
し
て
は
、
Ｌ
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
「
極
東
国
際
政
治

と
英
米
関
係
」
細
谷
千
博
・
斎
藤
真
編
『
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
日
米
関
係
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）、
宮
田
前
掲
論
文
な
ど
を
参
照
。

㉘

西
田
前
掲
論
文
は
、
日
本
が
会
議
終
盤
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
と
同
調
し
、
イ
ギ

リ
ス
と
対
立
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

㉙

一
九
二
六
年
六
月
一
五
日
付
在
北
京
関
税
特
別
会
議
日
本
代
表
宛
幣
原
喜
重
郎

外
相
電
報
、
外
務
省
編
集
・
発
行
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
一
五
年
第
二
冊
下
巻

（
一
九
八
七
年
）
八
〇
三
〜
八
〇
八
頁
。
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二
章

国
民
政
府
の
台
頭
と
日
華
実
業
協
会

一
節

付
加
税
課
税
問
題
へ
の
対
応

関
税
会
議
の
流
会
に
よ
っ
て
、
中
国
関
税
改
定
の
公
式
決
着
は
ひ
と
ま
ず
先
延
ば
し
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
態

は
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
会
議
の
頓
挫
に
よ
っ
て
当
面
の
関
税
増
収
が
見
込
め
な
く
な
っ
た
北
京
政
府
は
、
一
九
二
六

年
一
〇
月
に
列
国
に
対
し
て
条
約
改
正
を
要
求
す
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
、
翌
年
二
月
か
ら
、
青
島
・
芝
罘
に
お
い
て
従
価
二
・
五
％
の

付
加
税
徴
収
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
広
州
を
基
盤
に
勢
力
を
拡
大
し
、
一
九
二
六
年
七
月
よ
り
北
伐
を
本
格
開
始
し
て
い
た
国
民
政

府
も
、
同
年
一
〇
月
に
は
広
東
・
広
西
両
省
に
お
い
て
同
率
の
付
加
税
の
徴
収
を
開
始
し
、
翌
年
に
入
る
と
長
江
流
域
に
お
い
て
も
課
税
を
実

施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
に
南
北
両
政
府
が
外
交
的
な
協
定
を
経
る
こ
と
な
く
独
自
に
付
加
税
を
実
施
す
る

と
い
う
状
況
を
、
日
華
実
業
協
会
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
経
済
団
体
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
れ
が
実
際
の
政
治
活
動
に
い
か
に
反
映
さ

れ
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。

関
税
会
議
で
の
税
率
引
き
上
げ
に
批
判
的
だ
っ
た
在
阪
の
実
業
家
は
、
今
回
も
反
対
を
表
明
し
た
。
大
商
及
び
大
日
本
紡
績
連
合
会
（
以
下
、

紡
連
）
は
北
京
政
府
・
国
民
政
府
に
よ
る
課
税
を
、
関
税
会
議
の
決
定
を
経
ず
に
強
行
さ
れ
た
非
合
法
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
、
日
本
政
府

に
外
交
上
の
善
処
を
求
め
た①
。
大
商
の
声
明
は
今
回
も
京
阪
神
の
三
会
議
所
合
同
で
の
協
議
を
経
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
付

加
課
税
の
実
施
は
、
税
率
と
し
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
二
・
五
％
の
枠
に
は
従
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
国
際
的

な
取
り
決
め
を
結
ぶ
こ
と
な
く
、
一
方
的
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
批
判
の
根
拠
と
な
っ
た
。
本
来
関
税
の
改
定
を
嫌
っ
て
い
た
大
商
な

ど
に
す
れ
ば
、
抗
議
を
行
う
た
め
の
正
当
な
理
由
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
関
税
会
議
時
と
の
大
き
な
違
い
は
、
日
華
実
業
協
会
が
今
回
の
国
民
政
府
の
付
加
課
税
に
対
し
て
は
強
硬
な
反
対
を
表
明
す
る
こ
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と
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
一
月
に
、
同
会
は
木
村
鋭
市
ア
ジ
ア
局
長
を
招
い
た
う
え
で
緊
急
協
議
会
を
開
催
し②
、
さ
ら
に
一
月

二
四
日
に
公
表
さ
れ
た
「
支
那
時
局
ニ
対
ス
ル
声
明
書③
」
に
お
い
て
は
、「
吾
人
ハ
飽
ク
迄
列
国
及
ビ
支
那
ト
協
調
ヲ
希
望
シ
テ
止
マ
ザ
レ
ド

モ
、
条
約
上
ノ
違
反
ヲ
黙
認
又
ハ
公
認
ス
ル
ガ
事
態
ニ
立
到
ル
コ
ト
ハ
、
将
来
ノ
為
メ
由
々
敷
大
事
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
支
那
ヲ
シ
テ
合
法
的
態
度

ニ
出
デ
シ
ム
ル
コ
ト
絶
対
必
要
ナ
リ
ト
信
ズ
」
と
し
て
そ
の
施
策
を
厳
し
く
批
判
、
同
会
の
幹
事
た
ち
も
軒
並
み
同
様
の
趣
旨
の
意
見
を
示
す

よ
う
に
な
っ
た④
。
こ
の
後
も
四
月
に
会
長
の
渋
沢
が
若
槻
礼
次
郎
首
相
を
直
々
に
訪
問
す
る
な
ど
、
国
民
政
府
に
よ
る
関
税
の
付
加
徴
収
に
は

断
固
と
し
て
抗
議
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
た
の
で
あ
る⑤
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
中
国
の
関
税
率
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
比
較
的
柔
軟
な
姿
勢
を
示
し
て
き
た
日
華
実
業
協
会
が
、
国
民
政
府
の
付
加
課
税

に
対
し
て
は
、
か
く
も
強
硬
に
反
対
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
注
意
す
る
べ
き
は
、
前
章
で
確
認
し
た
、
同
会
が
対

中
債
権
の
処
理
と
い
う
観
点
か
ら
関
税
会
議
の
成
立
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
会
は
関
税
会
議
の
中
止
を
受
け
る
と
、

そ
の
結
果
を
「
民
国
ノ
為
メ
誠
ニ
遺
憾
ト
ス
ル
所
」
で
あ
る
と
し
て
、「
政
局
ノ
安
定
ト
共
ニ
会
議
ノ
再
開
ヲ
希
望
シ
テ
止
マ
ナ
イ
次
第
テ
ア
」

る
と
の
意
向
を
示
し
て
お
り⑥
、
そ
の
後
も
関
税
会
議
の
成
立
が
対
中
債
権
問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
主

張
し
て
い
た⑦
。
日
華
実
業
協
会
は
一
九
二
七
年
二
月
二
一
日
に
佐
分
利
貞
男
条
約
局
長
と
中
国
問
題
に
関
す
る
会
談
を
行
っ
て
い
た
が⑧
、
そ
こ

で
も
「
関
税
会
議
ニ
対
シ
テ
ハ
南
方
ハ
不
対
等
条
約
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
反
対
シ
居
レ
ル
モ
、
現
状
ニ
於
テ
南
北
各
代
表
ヲ
加
ヘ
タ
ル
非
公
式

会
議
続
開
ノ
見
込
ア
リ
ヤ
、
関
税
会
議
ニ
対
ス
ル
将
来
ノ
見
込
〔
如
何
〕」
と
の
諮
問
を
行
う
な
ど
、
関
税
会
議
の
再
開
に
強
い
関
心
を
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
の
諮
問
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
日
華
実
業
協
会
は
関
税
会
議
の
再
開
の
可
否
を
握
る
存
在
と
し
て
、
国
民
政
府
の

動
向
に
着
目
し
て
い
た
。
関
税
会
議
が
実
際
に
再
開
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
否
か
、
前
年
来
情
報
は
錯
綜
し
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
こ

の
段
階
に
お
い
て
、
北
京
政
府
か
ら
は
再
開
の
希
望
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
旨
が
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る⑨
。
そ
の
一
方
で
国
民
政

府
は
関
税
会
議
の
開
催
そ
の
も
の
が
「
不
平
等
条
約
」
の
存
在
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
日
本
に
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お
い
て
も
報
道
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る⑩
。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
、
国
民
政
府
が
関
税
会
議
の
協
定
を
経
ず
に
付
加
税
徴
収
を
一
方
的
に
実
施

す
る
事
態
が
続
け
ば
、
会
議
の
再
開
は
困
難
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
断
じ
て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
日
華
実
業
協
会
に
よ
る
意
見
書
の
内
容
と
大
商
に
よ
る
そ
れ
の
内
容
を
綿
密
に
検
討
す
る
と
、
大

商
な
ど
が
南
北
両
政
府
の
課
税
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
反
対
を
表
明
し
て
い
た
の
に
対
し
、
同
会
の
反
対
は
特
に
関
税
会
議
の
開
催
を
否
定
し
て

い
た
国
民
政
府
の
そ
れ
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
次
節
以
降
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
関
税
会
議
の
再
開
を
求
め

る
と
い
う
こ
と
が
、
以
後
の
日
華
実
業
協
会
の
活
動
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
批
判
の
力
点
が
異
な
っ
て
い
た
面
は
あ
る
に
せ
よ
、
南
方
政
府
の
課
税
に
関
し
て
反
対
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
両
者
の
姿
勢
は
共

通
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、
以
後
の
双
方
の
一
致
し
た
運
動
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
紡
績
業
関
係
者
は
、
こ
の
時
期
中
国
に
派
遣

し
て
い
た
船
津
を
帰
阪
さ
せ
、
中
国
現
地
の
状
況
を
聴
取
し
て
い
た
が⑪
、
日
華
実
業
協
会
も
一
月
に
上
京
し
た
船
津
と
会
談
し
、
意
見
交
換
を

行
っ
て
い
た
。
一
月
に
提
示
さ
れ
た
日
華
実
業
協
会
の
声
明
書
も
、
最
終
的
に
は
こ
の
船
津
と
の
会
談
を
参
考
に
し
た
う
え
で
、
大
阪
側
の
代

表
者
（
喜
多
又
蔵
、
日
華
実
業
協
会
幹
事
）
も
起
草
委
員
に
加
え
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た⑫
。
関
税
会
議
の
中
断
、
そ
し
て
国
民
政
府
の
台

頭
と
い
っ
た
事
態
の
到
来
に
よ
っ
て
、
国
内
実
業
界
の
中
国
関
税
問
題
に
関
す
る
主
張
は
、
ま
と
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
節
「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
」
の
成
立

た
だ
し
一
九
二
七
年
初
頭
の
段
階
で
は
、
中
国
情
勢
に
も
っ
と
も
過
敏
に
反
応
し
て
い
た
紡
績
業
界
で
す
ら
、
付
加
税
課
税
に
つ
い
て
懸
念

を
表
明
す
る
一
方
で
、
実
質
的
に
は
政
府
の
措
置
に
任
せ
て
事
態
を
静
観
す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
た⑬
。
付
加
税
へ
の
懸
念
が
陳
情
を
超

え
た
政
治
運
動
に
直
ち
に
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
北
伐
の
進
行
に
よ
っ
て
中
国
の
政
情
不
安
が
深
刻
化
す
る
と
、
そ
の
対
中
輸
出
に
対
す
る
悪
影
響
へ
の
懸
念
が
大
阪
を
中
心
に
強

ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
七
年
の
対
中
輸
出
額
は
前
年
に
比
べ
約
三
〇
％
も
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
が
（【
表
2
】
参
照
）、
こ
れ
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は
長
江
流
域
に
北
伐
の
余
波
が
及
ん
だ
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
の
対
中
輸
出
に
関
し
て
も
悲
観
的
な
見
方
が
示
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る⑭
。

さ
ら
に
国
民
政
府
は
同
年
七
月
二
〇
日
、
釐
金
の
撤
廃
と
引
き
替
え
に
、
九
月
か
ら
の
関
税
自
主
権
の
回
復
を
諸
外
国
に
対
し
て
宣
告
す
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
結
果
と
し
て
列
国
の
反
対
に
よ
り
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
同
時
代
的
に
は
対
中
輸
出
の
減
退
へ
の
危
惧
の
念

を
抱
い
て
い
た
実
業
家
を
強
く
刺
激
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
七
月
の
中
旬
に
は
、
大
商
が
役
員
会
に
お
い
て
国
民
政
府
の
付
加
税
課
税
に
抗
議

す
る
よ
う
要
請
す
る
建
議
文
を
採
択
し
、
外
相
・
商
工
相
に
提
出
し
た⑮
。
次
い
で
同
月
の
末
に
は
、
在
華
日
本
紡
績
同
業
会
・
紡
連
・
輸
出
綿

糸
布
同
業
会
と
い
っ
た
紡
績
業
関
連
の
団
体
が
国
民
政
府
の
課
税
を
条
約
違
反
で
あ
る
と
非
難
す
る
決
議
を
相
次
い
で
示
す
よ
う
に
な
り⑯
、
在

阪
の
経
済
団
体
に
よ
る
反
対
運
動
は
活
発
化
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
動
き
は
、
八
月
に
入
る
と
相
互
に
結
び
付
き
、
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
八
月
三
日
に
は
、
大
商
、
紡

連
な
ど
の
大
阪
に
所
在
す
る
経
済
団
体
が
中
心
と
な
り
、「
不
当
課
税
」
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
政
府
の
経
済
政
策
へ
の
対
抗
を
主
張
す
る
た

め
、
大
阪
・
中
央
公
会
堂
に
お
い
て
「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
大
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る⑰
。
実
際
に
八
日
に
開
催
さ
れ
た

大
会
で
は
国
民
政
府
の
課
税
へ
の
非
難
と
日
本
政
府
の
奮
起
を
求
め
る
決
議
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
開
か
れ
た
演
説
会
に
お
い
て
は
、
約

一
〇
〇
〇
名
の
聴
衆
の
前
で
、
喜
多
の
開
会
の
言
葉
に
続
き
、
国
民
政
府
の
行
動
を
条
約
違
反
で
あ
る
と
す
る
演
説
が
続
い
た⑱
。

こ
こ
で
【
表
3
】
に
よ
っ
て
、
当
日
の
参
加
団
体
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
参
加
者
の
大
半
は
、
関
西
地
方
（
特
に
大
阪
）
の
同

業
組
合
な
ど
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
綿
工
業
、
雑
貨
工
業
と
い
っ
た
対
中
輸
出
に
関
わ
る
実
業
家
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

た
だ
し
同
時
に
注
意
し
た
い
の
は
、
関
西
の
商
業
会
議
所
や
同
業
組
合
に
交
じ
っ
て
、
日
華
実
業
協
会
が
こ
れ
に
呼
応
し
、
当
日
の
大
会
に

参
加
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
、
関
西
の
主
催
団
体
は
、
日
本
経
済
連
盟
会
・
日
本
工
業
俱
楽
部
な
ど
在
京
の
経
済

団
体
に
も
呼
び
か
け
を
行
っ
て
お
り
、
日
華
実
業
協
会
に
対
し
て
も
参
加
を
慫
慂
し
て
い
た⑲
。
こ
の
要
請
を
受
け
た
同
会
は
、
六
日
に
対
応
を

協
議
し
、
会
長
渋
沢
が
こ
れ
に
対
す
る
賛
意
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
角
田
陸
郎
（
日
清
汽
船
）、
萩
野
元
太
郎
（
古
河
電
気
）
の
二
名
を

54 (870)



日本棉花同業会 日本船主協会 大阪貿易同盟会
大阪綿糸商同盟会 大阪商業会議所 大阪実業組合連合会
在華日本紡績同業会 京都貿易協会 京都工業同盟会
京都実業組合連合会 輸出協会 輸出綿糸布同業会
日華実業協会 和歌山商業会議所 神戸貿易同業組合
兵庫県護謨製造同業組合 大阪貿易協会 大阪綿布商同盟会
大日本紡績連合会 神戸商業会議所 京都輸出絹業会
京都商業会議所 時事研究会 堺商業会議所
日本安全燐寸同業組合 神戸海陸産物貿易同業組合

※『大日本紡績連合会月報』第402号による

【表3】 対支商権擁護連盟大会（1927年8月8日）参加団体

大阪商業会議所（2名） 神戸商業会議所 京都商業会議所
時事研究会 内外棉株式会社 大阪合同紡績株式会社
横浜実業組合連合会（2名） 横浜貿易協会 横浜輸出絹織物同業組合
日本工業俱楽部 豊田紡織株式会社 富士瓦斯紡績株式会社
東京商業会議所（22名） 横浜商業会議所（2名） 大日本紡績連合会（3名）
在華日本紡績同業会（2名） 上海商業会議所 日華実業協会
鐘淵紡績株式会社 東京実業組合連合会（2名） 日華紡織株式会社

※『商工月報』第3巻第9号による

【表4】 対支問題懇談会（1927年8月17日）参加団体

代
表
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
を
決
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た⑳
。
大
阪

の
経
済
団
体
と
日
華
実
業
協
会
の
見
解
が
付
加
課
税
反
対
と
い
う

点
に
お
い
て
一
致
し
始
め
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
指
摘
し
た
が
、

国
民
政
府
の
関
税
自
主
権
回
復
宣
言
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
両
者

は
実
際
の
政
治
運
動
の
中
で
合
流
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

日
華
実
業
協
会
が
大
阪
の
動
き
に
呼
応
し
た
こ
と
は
、
運
動
の

さ
ら
な
る
展
開
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
阪
で
の
大
会
の

直
後
、
主
催
者
側
は
運
動
の
拡
大
を
期
し
て
、
船
津
・
喜
多
ら
を

上
京
さ
せ
、
勧
誘
活
動
に
あ
た
ら
せ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
こ
こ
で

日
華
実
業
協
会
役
員
と
面
会
す
る
と
と
も
に
、
東
商
な
ど
と
も
協

力
し
て
、
運
動
を
発
展
さ
せ
る
算
段
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た㉑
。

最
終
的
に
は
、
八
月
一
六
日
に
東
商
に
お
い
て
、
合
計
四
〇
名
の

実
業
家
の
参
加
の
も
と
中
国
問
題
に
関
す
る
連
合
懇
談
会
が
開
催

さ
れ
、
そ
の
参
加
者
を
以
て
「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
」
が
成
立
す

る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
翌
日
に
は
参
加
者
を
集
め
て
今
後
の
活

動
に
関
す
る
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る㉒
。

本
連
盟
に
参
加
し
た
経
済
団
体
の
構
成
は
、【
表
4
】
の
通
り

で
あ
る
。
関
西
地
方
の
商
業
会
議
所
な
ど
こ
れ
ま
で
活
発
に
運
動
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を
展
開
し
て
き
た
団
体
の
み
な
ら
ず
、
在
京
の
経
済
団
体
や
紡
績
会
社
、
ま
た
日
本
経
済
連
盟
会
・
日
本
工
業
俱
楽
部
な
ど
の
財
閥
を
中
心
と

し
た
経
済
団
体
も
加
わ
っ
て
お
り
、
地
域
を
横
断
し
た
連
帯
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
東

京
・
大
阪
そ
れ
ぞ
れ
に
実
行
委
員
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
継
続
的
な
運
動
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
新
聞
報
道
に
お
い
て
も
「
今
回
支
那
に
起
つ
た
関
税
自
主
不
当
課
税
問
題
を
転
機
と
し
て
立
つ
た
対
支
商
権
擁
護
団
は
実
に
関

東
関
西
を
通
じ
て
苟
対
支
事
業
に
関
係
す
る
人
物
を
網
羅
し
て
居
る
点
は
従
来
特
殊
的
立
場
に
あ
つ
た
一
部
実
業
家
の
み
の
団
体
と
其
の
趣
を

異
に
し
て
ゐ
る㉓
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
東
京
・
大
阪
の
実
業
家
が
組
織
的
に
結
束
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
従
来
に
な
い
新
た
な
動
向
と

し
て
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

大
会
が
挙
行
さ
れ
て
程
な
く
、
対
支
商
権
擁
護
連
盟
の
代
表
者
た
ち
は
、
政
府
（
田
中
義
一
内
閣
）
に
加
え
、
与
党
政
友
会
・
野
党
民
政
党

に
対
し
て
も
、
外
交
上
の
督
励
を
求
め
る
旨
を
陳
情
し
た
。
ま
た
特
に
政
府
に
対
し
て
は
、
官
民
合
同
の
意
見
交
流
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
要

求
し
、
政
府
も
こ
れ
を
了
承
、
田
中
首
相
・
外
務
省
関
係
者
を
交
え
て
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
た
。
実
業
界
と
し
て
の
連
携
が
強
化
さ
れ
る
と
と

も
に
、
政
府
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
節
「
対
支
問
題
連
合
協
議
会
」
の
開
催
と
南
北
和
平
勧
告
要
求

こ
の
よ
う
に
、
付
加
課
税
問
題
へ
の
対
応
を
通
し
て
、
日
華
実
業
協
会
を
媒
介
と
し
て
東
西
の
実
業
家
が
連
携
し
た
動
き
が
起
こ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
具
体
的
な
主
張
は
、
国
民
政
府
に
よ
る
課
税
に
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
り
、
実
業
界
の
側
か
ら
積
極
的
な
政

策
提
言
を
伴
っ
た
も
の
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
し
か
し
翌
一
九
二
八
年
に
入
る
と
、
関
税
会
議
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
運
動
は
さ

ら
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
き
っ
か
け
は
新
た
に
中
国
の
総
税
務
司
に
就
任
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
・
エ
ド
ワ
ー
ド
が
、
関
税
問
題
が
未
解
決
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
中

国
国
内
の
混
乱
を
助
長
し
て
い
る
と
し
て
、
同
年
一
月
に
南
北
両
政
府
に
対
し
て
、
関
税
会
議
の
再
開
を
勧
告
し
た
こ
と
で
あ
っ
た㉔
。
こ
の
動
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き
は
最
終
的
に
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
関
税
会
議
再
開
へ
の
期
待
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た㉕
。
日
華
実
業
協

会
も
こ
の
件
を
き
っ
か
け
に
関
税
問
題
へ
の
対
応
を
改
め
て
協
議
し
、
三
月
三
〇
日
に
意
見
書
と
し
て
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た㉖
。
こ
の
意
見

書
は
、
①
「
関
税
会
議
ノ
再
開
ニ
関
シ
テ
」
と
、
②
「
支
那
ノ
平
和
恢
復
ニ
関
シ
テ
」
の
二
項
目
か
ら
な
り
、
両
者
は
互
い
に
関
係
し
て
い
る
。

ま
ず
前
者
に
関
し
て
は
、「
関
税
制
度
改
革
及
ビ
現
行
ノ
各
種
不
当
課
税
解
決
並
ニ
不
確
実
債
務
整
理
ノ
為
メ
、
之
カ
再
開
ヲ
促
進
セ
シ
ム
可
」

き
で
あ
る
が
、
そ
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、「
少
ナ
ク
モ
支
那
国
民
ヲ
代
表
ス
ト
認
メ
ラ
ル
ヘ
キ
政
権
ヨ
リ
ノ
提
議
ニ
対
シ
、
始
メ
テ
之
ニ
応

ス
可
ク
」
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
「
別
項
平
和
ニ
関
ス
ル
勧
告
提
唱
ノ
遂
行
ト
関
連
シ
テ
之
ヲ
利
導
シ
、
以
テ
国
内
統
一
ノ
形
勢
馴
致
ニ
努

ム
ル
コ
ト
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け
て
②
の
中
国
の
和
平
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
意
見
が
詳
述
さ
れ
、
従
来
の
内
政
不

干
渉
主
義
を
脱
し
て
中
国
へ
の
和
平
勧
告
に
踏
み
切
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
南
北
対
立
に
よ
っ
て
生
じ
た

「
最
近
ノ
過
激
ナ
ル
排
外
運
動
及
不
当
課
税
等
ノ
為
メ
、
其
ノ
通
商
貿
易
ハ
益
阻
害
減
退
サ
レ
、
企
業
投
資
ハ
極
度
ノ
圧
迫
ヲ
蒙
リ
ツ
ツ
」
あ

る
と
い
う
現
状
を
解
決
す
る
と
い
う
意
味
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
提
言
は
、
関
税
会
議
流
会
後
長
引
く
中
国
の
混
乱

し
た
状
況
に
対
す
る
、
根
本
的
な
打
開
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る㉗
。

他
方
で
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
阪
の
実
業
家
に
と
っ
て
、
中
国
の
関
税
引
き
上
げ
が
公
的
に
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
関
税
会
議
の
開
催
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
事
態
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
北
京
政
府
を
始
め
各
地
の
軍
閥
が
各
任
意
に
差
等

税
率
又
は
関
税
自
主
を
実
行
す
る
が
如
き
は
啻
に
通
商
条
約
を
無
視
す
る
も
の
な
る
の
み
な
ら
ず
徒
に
通
商
貿
易
を
破
壊
し
軍
費
の
捻
出
を
容

易
な
ら
し
め
延
い
て
内
乱
の
継
続
を
助
長
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
（
三
月
七
日
、
大
商
で
開
催
さ
れ
た
「
対
支
関
税
問
題
協
議
会
」
の
決
議

文
）
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
彼
ら
の
間
で
は
、
国
際
会
議
に
よ
っ
て
関
税
の
使
途
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
各
軍
閥
に
よ

っ
て
課
さ
れ
て
い
る
付
加
税
が
軍
事
費
に
流
用
さ
れ
、
中
国
国
内
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
事
態
の
方
が
、
よ
り
深
刻
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た㉘
。
在
阪
の
実
業
家
が
、
中
国
内
乱
が
対
中
貿
易
に
与
え
る
影
響
を
強
く
懸
念
し
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
確
認
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な

懸
念
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
深
刻
だ
っ
た
の
で
あ
り㉙
、
三
月
中
に
在
阪
の
紡
績
業
関
係
者
（
紡
連
・
在
華
日
本
紡
績
同
業
会
・
輸
出
綿
糸
布
同
業

一九二〇年代後半における中国関税改定問題と日華実業協会（藤井）
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日本商工会議所 日華実業協会 大日本紡績連合会
大阪商工会議所 京都商工会議所 横浜商工会議所
広島商工会議所 和歌山商工会議所 岐阜商工会議所
安東商業会議所 大連商業会議所 長春商業会議所
奉天商業会議所 ハルビン商業会議所 青島商業会議所
日本貿易協会 貿易同盟会 輸出綿糸布同業会
日本経済連盟会 東京商工会議所 金澤商工会議所
神戸商工会議所 名古屋商工会議所 鉄嶺商業会議所
京城商業会議所 小樽商工会議所 在華日本紡績同業会
日本工業俱楽部 営口商業会議所

※『支那問題連合協議会報告』による

【表5】 対支問題連合協議会（1928年5月17、18日）参加団体

会
・
日
本
棉
花
同
業
会
）
が
、
有
田
八
郎
ア
ジ
ア
局
長
に
面
会
し
た
際
に
も
、
同
様
の
認
識
か
ら
南

北
和
平
に
よ
る
統
一
政
権
の
樹
立
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
向
が
表
明
さ
れ
て
い
た㉚
。
す
な
わ
ち
こ

こ
で
彼
ら
は
こ
れ
以
上
の
中
国
内
乱
を
抑
止
し
、
経
済
的
混
乱
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
と
し
て
、
日

華
実
業
協
会
と
同
じ
く
南
北
統
一
政
権
の
樹
立
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
意

見
書
の
発
表
を
受
け
て
間
も
な
く
、
大
阪
側
の
代
表
と
し
て
喜
多
ら
が
上
京
し
日
華
実
業
協
会
と

調
整
を
行
い
、
五
月
初
頭
に
は
日
華
実
業
協
会
の
意
見
書
と
同
様
に
南
北
和
平
勧
告
な
ど
を
求
め

る
決
議
文
が
、
在
阪
の
「
対
支
関
係
者
懇
談
会
」
の
名
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る㉛
。

以
上
の
よ
う
な
動
き
を
前
提
と
し
て
、
日
華
実
業
協
会
は
、
中
国
問
題
に
関
し
て
再
度
東
西
の

実
業
家
を
網
羅
し
た
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
た32
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
大
会
の
本

来
の
趣
旨
は
あ
く
ま
で
関
税
・
中
国
和
平
問
題
に
お
か
れ
て
い
た
が
、
北
伐
の
進
展
に
危
機
感
を

抱
い
た
在
満
日
本
人
商
工
業
者
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
満
州
問
題
も
議
題
に
加
え
ら
れ
、
開
催
時

期
も
早
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た33
。
日
華
実
業
協
会
か
ら
大
阪
の
経
済
団
体
に
も
打
ち
合
わ
せ
が

な
さ
れ
た
上
、
最
終
的
に
五
月
一
七
・
一
八
日
の
両
日
に
、
東
商
に
お
い
て
、「
対
支
問
題
連
合

協
議
会
」
と
題
し
た
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
決
議
と
し
て
、
①
「
済
南
事
件
ニ
関
ス
ル
件
」、
②
「
和
平
勧
告
ニ
関
ス
ル
件
」、
③

「
条
約
尊
重
ニ
関
ス
ル
件
」、
④
「
関
税
会
議
ニ
関
ス
ル
件
」、
⑤
「
対
支
外
交
ニ
関
ス
ル
件
」、

⑥
「
満
蒙
問
題
ニ
関
ス
ル
件
」
の
六
項
目
が
採
択
さ
れ
た34
。
②
③
④
⑤
に
関
し
て
は
、
先
に
み
た

日
華
実
業
協
会
の
意
見
書
を
き
っ
か
け
に
議
論
さ
れ
て
き
た
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
述
べ
ら
れ
た
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も
の
で
あ
り
、
①
⑥
は
北
伐
の
進
展
に
よ
っ
て
当
時
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
事
項
に
関
し
て
、
日
本
の
権
益
の
擁
護
を
訴
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
参
加
者
の
構
成
と
合
わ
せ
て
確
認
し
て
み
て
も
（【
表
5
】）
三
月
以
来
練
ら
れ
て
き
た
内
容
に
、
大
会
の
開
催
期
に
特
に
問
題
に
な
っ

て
い
た
事
項
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
中
国
の
南
北
和
平
を
前
提
と
し
て
、
関
税
会
議
を
開
催

す
る
こ
と
が
日
本
の
実
業
界
の
主
張
と
し
て
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
、
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
中
国
国
内
の
混
乱
に
よ
る
関
税
会
議
の
中
断
と
付
加
税
徴
収
の
実
施
は
、
日
華
実
業
協
会
の
政
治
運
動
を

変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
付
加
税
の
実
施
に
対
し
て
は
、
大
商
な
ど
の
在
阪
の
経
済
団
体
に
加
え
て
、
日
華
実
業
協

会
も
明
確
に
反
対
の
姿
勢
を
示
し
た
。
第
二
に
、
在
阪
の
経
済
団
体
が
課
税
反
対
の
政
治
運
動
を
起
こ
す
と
、
日
華
実
業
協
会
も
こ
れ
に
呼
応

し
、
在
阪
の
経
済
団
体
と
在
京
の
経
済
団
体
の
動
き
を
媒
介
す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
動
き
を
前
提
と
し
て
、

最
終
的
に
は
日
華
実
業
協
会
を
中
心
と
し
て
、
関
税
会
議
の
再
開
と
中
国
南
北
和
平
勧
告
を
求
め
る
意
見
が
、
国
内
実
業
界
の
見
解
と
し
て
表

明
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
本
章
が
対
象
と
し
た
期
間
を
通
じ
て
、
同
会
を
軸
に
東
西
の
実
業
家
が
一
致
し
た
政
治
運
動
と
政
策
提
言
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
中
国
情
勢
の
流
動
化
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
中
で
結
果
的
に
生
じ
た
面
が
強
い
が
、
そ
の

中
で
東
西
の
実
業
家
の
意
見
交
流
や
協
同
が
進
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
以
後
の
日
華
実
業
協
会
の
運
動
の
前
提
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ

た
。①

「
支
那
関
税
附
加
税
に
関
す
る
陳
情
書
」（『
大
日
本
紡
績
連
合
会
月
報
』
第
四

一
三
号
、
一
九
二
七
年
一
月
）、「
本
所
録
事
」（『
大
阪
商
業
会
議
所
月
報
』
第
二

三
七
号
、
同
年
二
月
）。

②
「
日
米
英
が
提
携
し
対
支
政
策
の
徹
底
を
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
七
年
一

月
八
日
付
。

③
「
日
華
実
業
協
会
第
七
回
報
告
書
」
所
収
『
渋
沢
資
料
』
四
五
〇
〜
四
五
一
頁
。

④
「
条
約
の
改
正
を
措
い
て
自
主
権
は
許
さ
れ
ぬ
」（
森
広
蔵
）『
中
外
商
業
新
報
』

一
九
二
七
年
一
月
一
九
日
付
、「
条
約
無
視
の
行
動
に
は
飽
く
ま
で
も
反
対
」（
入

江
海
平
）
同
右
、
同
年
一
月
二
〇
日
付
、「
対
支
策
の
根
本
は
列
国
協
調
が
先
決
」

（
白
岩
龍
平
）
同
右
、
同
年
一
月
二
一
日
付
、
な
ど
。

⑤
「
対
支
問
題
と
日
華
実
業
協
会
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
四
月
三
日
付
。

⑥
「
第
六
回
重
要
会
務
報
告

大
正
十
五
年
一
月
以
降
」（「
日
華
実
業
協
会
第
六

回
会
務
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
四
一
三
頁
。

⑦

一
九
二
七
年
二
月
付
幣
原
外
相
宛
渋
沢
栄
一
（
日
華
実
業
協
会
会
長
）
書
簡

「
牧
野
伸
顕
関
係
文
書
」
書
類
の
部
五
四
八
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所

蔵
）。
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⑧
「
日
華
実
業
協
会
往
復
」（
二
）
所
収
『
渋
沢
資
料
』
四
五
六
頁
、
以
下
こ
の
会

談
に
関
す
る
引
用
は
本
史
料
に
よ
る
。

⑨
「
関
税
会
議
再
開
の
提
議
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
二
月
九
日
付
。

⑩
「
関
税
会
議
再
開
に
反
対

広
東
政
府
通
牒
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
六
年

七
月
一
八
日
付
。

⑪
「
強
硬
意
見
が
多
い
在
支
紡
績
時
局
対
策
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
一

月
一
一
日
付
。

⑫
「
日
華
実
業
協
会

時
局
対
策
協
議
」
同
右
、
一
九
二
七
年
一
月
一
六
日
。

⑬
「
政
府
に
信
頼
し
て
対
支
策
は
形
勢
監
視
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
七
年
一

月
一
九
日
付
。
日
本
政
府
は
中
国
の
付
加
税
実
施
に
関
し
て
は
南
北
双
方
に
対
し

て
反
対
す
る
と
の
報
道
が
さ
れ
て
い
た
（「
南
北
政
府
に
区
別
は
な
い
」『
東
京
日

日
新
聞
』
一
九
二
六
年
一
月
一
五
日
付
）。

⑭

大
阪
市
産
業
部
が
市
内
の
対
中
貿
易
従
事
者
三
〇
〇
名
に
調
査
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
回
答
者
の
大
半
は
こ
の
よ
う
な
悲
観
論
者
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
支
那
の
暴

民
に
対
し
て
は
隠
忍
自
重
は
考
へ
も
の
」『
大
阪
時
事
新
報
』
一
九
二
七
年
四
月

二
一
日
付
）。

⑮
「
本
所
録
事
」（『
大
阪
商
業
会
議
所
月
報
』
第
二
四
三
号
、
一
九
二
七
年
八
月
）。

⑯
「
条
約
違
反
を
難
ず
る
強
硬
な
反
対
決
議
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
七

月
三
一
日
付
、「
本
会
記
事
」（『
大
日
本
紡
績
連
合
会
月
報
』
第
四
二
〇
号
、
一

九
二
七
年
八
月
）。

⑰
「
対
支
商
権
の
擁
護
連
盟
大
会
を
八
日
大
阪
中
央
公
会
堂
に
開
く
」『
中
外
商
業

新
報
』
一
九
二
七
年
八
月
四
日
付
。

⑱
「
支
那
の
暴
状
は
「
国
際
信
義
の
無
視
」
断
固
自
衛
策
を
講
ぜ
よ
」『
大
阪
朝
日

新
聞
』
一
九
二
七
年
八
月
九
日
付
、「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
記
事
」（『
大
日
本
紡

績
連
合
会
月
報
』
第
四
二
〇
号
、
同
年
八
月
）。

⑲

前
掲
注
⑰
。

⑳
「
役
員
会
並
ニ
諸
会
合
記
録
（
大
正
十
四[五
]年

十
二
月
以
降
）」（「
日
華
実
業
協
会

第
七
回
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
四
八
五
〜
四
八
六
頁
、「
日
華
実
業
協
会

が
不
当
課
税
に
反
対
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
七
年
八
月
七
日
付
。

㉑
「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
上
京
委
員
ト
ノ
会
合
ノ
件
」（「
日
華
実
業
協
会
往
復

（
二
）」
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
四
八
五
頁
、「
対
支
商
権
擁
護
の
実
行
運
動
に
着

手
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
七
年
八
月
一
〇
日
付
、「
対
支
商
権
擁
護
に
国
民

的
大
運
動
を
」
同
右
、
同
年
八
月
一
七
日
付
、「
商
業
会
議
所
録
事
」（『
商
工
月

報
』
第
三
巻
第
九
号
、
同
年
九
月
）。

㉒
「
対
支
商
権
擁
護
の
大
同
連
盟
成
立
す
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
七
年
八
月

一
八
日
付
夕
刊
、「
対
支
商
権
擁
護
に
政
府
も
諒
解
」
同
右
、
同
年
八
月
一
九
日

付
、
以
下
連
盟
の
動
向
に
つ
い
て
は
本
史
料
に
よ
る
。

㉓
「
漸
く
醒
め
ん
と
す
る
実
業
家
」『
中
央
新
聞
』
一
九
二
七
年
八
月
一
八
日
付
、

「
対
支
経
済
問
題
と
東
西
経
済
団
体
連
盟
」『
報
知
新
聞
』
同
年
八
月
一
七
日
付
、

も
同
趣
旨
。
一
九
二
三
年
に
は
中
国
の
旅
順
・
大
連
回
収
運
動
へ
の
反
対
集
会
を

国
内
の
商
業
会
議
所
が
一
致
し
て
開
い
て
い
た
が
（
副
島
前
掲
「
一
九
二
〇
年
代

の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
中
国
政
策
」
二
三
二
〜
二
三
三
頁
）、
関
税
問
題
の
よ
う

な
多
様
な
利
害
が
関
係
す
る
継
続
的
な
経
済
案
件
に
つ
い
て
合
同
運
動
が
み
ら
れ

た
の
は
初
め
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㉔

Stanley
F.
W
right,
China’s
struggle
for
tariff
autonom
y,
1843

-1938,
Shanghai
:K
elly
,1938,pp.627-628.

㉕

例
え
ば
、「
対
支
和
平
勧
告
の
提
唱
」（『
外
交
時
報
』
第
五
五
八
号
、
一
九
二

八
年
三
月
）、
根
岸
佶
「
南
北
関
税
会
議
」（『
支
那
』
第
一
九
巻
第
三
号
、
同
年

三
月
）
な
ど
。

㉖
「
支
那
関
税
問
題
並
ニ
時
局
ニ
関
シ
」（「
日
華
実
業
協
会
第
八
回
報
告
書
」
所

収
）『
渋
沢
資
料
』
四
九
四
〜
四
九
五
頁
。

㉗

な
お
、
坂
本
雅
子
氏
は
、
こ
の
意
見
書
に
つ
い
て
「
関
税
会
議
の
再
開
に
つ
い

て
は
、
関
税
自
主
権
を
認
め
て
ほ
し
け
れ
ば
、
ま
ず
南
北
統
一
（
妥
協
）
し
て
か

ら
提
起
せ
よ
、
そ
れ
な
ら
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
こ
う
と
難
題
を
も
ち
だ
し
、
実
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質
的
に
拒
否
し
て
い
た
」
と
す
る
（
坂
本
前
掲
書
、
二
四
二
頁
）。
し
か
し
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
通
り
、
日
華
実
業
協
会
は
関
税
会
議
の
再
開
を
む
し
ろ
積
極
的
に

要
望
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
（
本
意
見
書
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
片
桐
前
掲
書

一
八
六
〜
一
八
八
頁
も
参
照
）。
ま
た
、
氏
は
後
述
の
「
対
支
問
題
協
議
会
」
に

至
る
時
期
の
日
華
実
業
協
会
の
活
動
の
中
核
に
あ
っ
た
の
は
北
伐
に
対
す
る
満
蒙

権
益
の
擁
護
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
実
際
に
重
視
さ

れ
て
い
た
の
は
、
関
税
会
議
の
再
開
と
そ
の
前
提
と
し
て
の
南
北
和
平
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
見
書
は
同
時
代
に
お
い
て
も
、
中
国
内
の
動
乱
を
抑
え
る
こ
と
を
求
め
た

も
の
で
あ
り
、
満
蒙
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
（「
実
業
家
の
対
支
意
見
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年

四
月
五
日
付
）。
こ
の
時
点
で
の
同
会
の
主
張
の
力
点
は
強
硬
な
満
蒙
政
策
に
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
決
定
に
準
拠
し
て
対
中
貿
易
投
資
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

㉘
「
本
所
録
事
」（『
大
阪
商
工
会
議
所
月
報
』
第
二
五
〇
号
、
一
九
二
八
年
三
月
）。

㉙

特
に
中
小
の
繊
維
・
雑
貨
工
業
関
係
者
の
被
る
損
害
は
甚
大
で
あ
る
と
さ
れ
た

（「
支
那
動
乱
の
影
響
で
小
工
業
者
に
大
打
撃
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
年

七
月
五
日
付
）。

㉚
「
紡
績
関
係
業
者
の
支
那
関
税
協
議
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年
四
月
一

一
日
付
。

㉛
「
関
西
実
業
団
が
対
支
態
度
決
定
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
五
月
四
日

付
な
ど
。

32
「
対
支
問
題
協
議
会
ノ
件
（
一
九
二
八
年
五
月
五
日
）」（「
日
華
実
業
協
会
往

復
」（
二
）
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
四
九
八
頁
。

33
「
済
南
問
題
も
含
み
対
支
協
議
会
開
催
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年
五
月

六
日
付
。

34

日
本
商
工
会
議
所
・
日
華
実
業
協
会
・
日
本
経
済
連
盟
会
・
大
日
本
紡
績
連
合

会
『
支
那
問
題
連
合
協
議
会
報
告
』（
一
九
二
八
年
五
月
）
一
九
〜
二
二
頁
。

三
章

日
中
関
税
協
定
の
締
結
と
日
華
実
業
協
会

一
節

国
民
政
府
に
よ
る
条
約
廃
棄
通
告
の
反
響

し
か
し
な
が
ら
、
日
華
実
業
協
会
が
要
請
し
た
南
北
和
平
の
実
現
・
関
税
会
議
の
再
開
は
、
現
実
的
に
は
極
め
て
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
関
税
会
議
の
開
催
を
否
定
し
て
き
た
国
民
政
府
が
北
伐
を
完
遂
・
中
国
本
土
の
統
一
に
成
功
し
、
一
九
二
八
年

七
月
七
日
、「
不
平
等
条
約
」
の
廃
棄
を
列
国
に
対
し
て
通
告
、
関
税
自
主
権
の
回
復
を
改
め
て
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
回
は
ア
メ

リ
カ
が
い
ち
早
く
こ
れ
に
呼
応
し
、
同
月
二
五
日
に
は
米
中
間
で
関
税
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
は
列
国
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、

中
国
の
関
税
自
主
権
回
復
容
認
へ
の
流
れ
が
加
速
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た①
。
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
不
平
等
条
約
」
の
廃
棄
・
新
条
約
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の
締
結
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
日
華
実
業
協
会
が
展
開
し
た
政
治
運
動
を
検
討
し
て
い
く
。

国
民
政
府
か
ら
の
条
約
廃
棄
要
求
に
対
し
て
、
日
華
実
業
協
会
は
直
ち
に
反
応
を
示
し
た
。
条
約
廃
棄
宣
告
が
行
わ
れ
た
直
後
の
七
月
二
〇

日
に
は
、
幹
事
会
が
召
集
さ
れ
、
北
京
公
使
館
・
奉
天
及
び
青
島
在
勤
の
外
交
官
を
迎
え
た
上
で
、
条
約
問
題
の
善
後
策
に
つ
い
て
協
議
が
行

わ
れ
た②
。

そ
し
て
同
年
八
月
以
降
、
新
条
約
の
締
結
が
不
可
避
と
い
う
見
通
し
が
広
ま
る
と
、
大
阪
で
は
再
度
関
税
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
り
、

中
国
と
の
条
約
改
定
に
つ
い
て
有
力
実
業
家
間
で
の
協
議
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た③
。
ま
た
先
年
来
の
中
国
情
勢
の
流
動
化
を
受
け

て
、
大
阪
で
は
独
自
の
実
業
家
団
体
の
必
要
性
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
同
じ
く
八
月
に
は
新
た
に
在
阪
の
実
業
家
を
中
心
に
、

「
日
華
経
済
協
会
」
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
会
長
：
谷
口
房
蔵
（
大
阪
合
同
紡
績
）、
副
会
長
：
喜
多
・
深
尾
隆
太
郎
（
日
清
汽
船④
））。
国
民

政
府
と
の
新
条
約
の
締
結
が
不
可
避
と
い
う
情
勢
に
な
る
な
か
で
、
大
阪
で
の
実
業
家
の
動
き
は
再
び
活
性
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
日
本
政
府
は
引
き
続
き
田
中
義
一
内
閣
で
あ
っ
た
が
、
田
中
は
表
向
き
に
は
国
民
政
府
の
宣
告
に
抗
議
し
、
こ
れ
に
従
い
得
な
い
と

し
て
い
た
。
し
か
し
、
先
に
確
認
し
た
列
強
の
対
応
の
変
化
に
よ
り
、
現
実
的
に
は
国
民
政
府
の
要
求
を
拒
み
続
け
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。

最
終
的
に
田
中
内
閣
は
、
国
民
政
府
が
提
議
し
た
、
暫
定
措
置
と
し
て
関
税
会
議
に
お
い
て
列
国
が
承
認
し
た
差
等
税
率
案
を
実
施
す
る
と
い

う
案
に
対
し
て
、
関
税
増
収
分
を
債
務
整
理
に
充
て
る
こ
と
な
ど
を
条
件
と
し
、
二
九
年
一
月
に
暫
定
税
率
協
定
を
妥
結
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た⑤
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
措
置
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
行
っ
た
政
治
勢
力
が
存
在
し
た
。
当
時
野
党
の
立
場
に
あ
っ
た
民
政
党
で
あ

る
。
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
同
党
は
一
九
二
七
年
八
月
に
「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
」
か
ら
の
陳
情
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
れ
を
受
け
て
外

務
省
に
問
題
解
決
に
向
け
て
の
努
力
を
要
望
し
て
い
た⑥
。
こ
の
よ
う
に
実
業
家
の
要
求
を
擁
護
す
る
姿
勢
は
、
国
民
政
府
に
よ
る
条
約
廃
棄
宣

言
を
き
っ
か
け
に
、
政
友
会
政
権
へ
の
攻
撃
に
転
化
さ
れ
た
。
条
約
廃
棄
宣
告
を
受
け
る
と
同
党
は
直
ち
に
国
民
政
府
へ
の
批
判
を
行
っ
た
が⑦
、

党
内
で
も
少
壮
代
議
士
を
中
心
に
、
条
約
問
題
を
題
材
に
政
府
を
攻
撃
す
る
動
き
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た⑧
。
党
執
行
部
も
「
米
支
新
条
約
成

立
に
つ
き
現
政
府
は
茫
然
と
し
て
何
等
手
を
尽
す
と
こ
ろ
な
く
機
宜
の
措
置
を
誤
ま
れ
る
は
一
大
失
態
で
あ
る
」（
一
九
二
八
年
七
月
三
一
日
総
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務
会⑨
）
と
し
て
政
府
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
田
中
内
閣
が
暫
定
税
率
を
ま
と
め
た
際
に
も
、
民
政
党
の
政
務
調
査
会
な
ど
に
お
い
て
は
、
債
権

償
還
額
に
お
い
て
中
国
へ
の
譲
歩
が
過
ぎ
る
と
さ
れ
、「
強
硬
外
交
を
高
唱
し
て
幣
原
外
交
の
軟
弱
を
攻
撃
し
た
る
田
中
内
閣
は
、
前
内
閣
当

時
以
上
の
良
き
条
件
を
以
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
責
任
が
あ
る
」
と
詰
め
寄
っ
た
の
で
あ
る⑩
。
ま
た
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
民
政
党
は
条
約
改

定
問
題
を
帝
国
議
会
に
お
い
て
と
り
あ
げ
て
い
た
が
、
そ
の
批
判
の
趣
旨
は
政
府
の
外
交
方
針
や
交
渉
の
現
状
は
公
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
国

民
外
交
」
の
精
神
に
も
と
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た⑪
。
国
民
政
府
の
権
力
掌
握
で
関
税
問
題
の
先
行
き
が
不
透
明
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
国
内

の
不
安
を
前
提
に
、
政
権
批
判
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
期
間
に
、
安
達
謙
蔵
・
小
橋
一
太
と
い
っ
た
党
有
力
者
が
大
阪
に
出
向
き
、
稲
畑
勝
太
郎
（
大
商
会

頭
）、
高
柳
、
谷
口
と
い
っ
た
実
業
家
と
会
談
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る⑫
。
こ
の
時
安
達
は
「
田
中
内
閣
の
対
支
外
交
に
つ
い
て
は
、
種
々
遺
憾

の
点
が
多
い
、
ま
た
内
閣
も
迷
つ
て
居
る
」
と
し
て
お
り
、
実
業
家
側
に
政
府
批
判
を
促
し
て
い
た
。
与
党
政
友
会
も
民
政
党
代
議
士
の
動
き

と
相
前
後
し
て
、
森
恪
ら
領
袖
が
大
阪
へ
出
向
き
、
実
業
家
代
表
と
会
談
し
て
政
府
の
対
中
外
交
の
内
容
を
説
明
、
そ
の
支
持
の
獲
得
に
努
め

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る⑬
。
こ
れ
は
恐
ら
く
は
民
政
党
の
動
き
に
対
す
る
対
抗
措
置
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
国
民
政
府
の
条
約
廃
棄
宣
告
と

い
う
関
税
会
議
の
再
開
を
事
実
上
不
可
能
に
す
る
事
態
の
発
生
に
よ
っ
て
、
関
税
問
題
の
帰
趨
が
、
改
め
て
二
大
政
党
の
間
に
お
け
る
争
点
の

ひ
と
つ
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

国
民
政
府
に
よ
る
条
約
廃
棄
宣
告
に
よ
っ
て
、
日
華
実
業
協
会
は
、
条
約
廃
棄
後
に
お
け
る
関
税
率
の
再
設
定
と
、
二
大
政
党
と
の
関
係
と

い
う
二
つ
の
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
節

日
華
実
業
協
会
の
対
応

で
は
、
以
上
の
問
題
に
対
処
す
る
中
で
、
日
華
実
業
協
会
の
活
動
の
あ
り
様
は
最
終
的
に
ど
う
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
党
と

の
関
係
と
い
う
点
に
関
し
て
、
前
章
で
確
認
し
た
一
九
二
八
年
五
月
の
「
対
支
連
合
協
議
会
」
に
お
け
る
決
議
の
⑤
「
対
支
外
交
ニ
関
ス
ル
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件
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。

従
来
我
国
歴
代
政
府
ノ
対
支
政
策
ヲ
顧
ル
ニ
、
其
ノ
更
迭
毎
ニ
変
更
著
シ
キ
モ
ノ
ア
リ
タ
ル
為
メ
、
対
支
貿
易
及
企
業
上
有
形
無
形
ノ
損
害
少
ナ
カ
ラ

サ
リ
シ
ハ
勿
論
、
往
々
支
那
国
民
ヲ
誤
解
ニ
導
キ
タ
ル
事
ナ
キ
ニ
非
ス
、
仍
テ
コ
ノ
際
政
府
ハ
支
那
ノ
和
平
並
ニ
両
国
ノ
経
済
的
繁
栄
ヲ
基
礎
ト
シ
、
政

党
政
派
ヲ
超
越
セ
ル
対
支
根
本
政
策
ヲ
確
立
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
外
交
問
題
を
二
大
政
党
間
の
争
点
に
す
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見

の
草
案
は
日
華
実
業
協
会
が
中
国
南
北
和
平
勧
告
・
関
税
会
議
の
再
開
の
提
議
を
検
討
す
る
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
国

策
・
世
論
を
一
定
の
も
の
と
す
る
た
め
、「
臨
時
外
交
委
員
会
ノ
如
キ
モ
ノ
」
を
設
置
し
、「
政
派
ヲ
超
越
シ
テ
公
平
且
永
続
性
ノ
機
関
ト
ナ

ス
」
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た⑭
。
当
時
同
じ
く
、
関
税
会
議
の
開
催
と
南
北
和
平
勧
告
を
唱
え
て
い
た
論
者
が
、
こ
れ
ら
の
政
策
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
安
定
的
な
政
府
の
も
と
、
与
野
党
間
の
政
争
を
廃
し
て
挙
国
一
致
で
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
唱
え
て
い
た
こ
と
を
踏

ま
え
る
と⑮
、
日
華
実
業
協
会
も
同
様
の
認
識
か
ら
こ
の
よ
う
な
決
議
を
な
し
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
は
こ
の
時
は
攻
撃
を
受

け
て
い
た
政
友
会
は
、
関
税
会
議
の
開
催
時
に
は
、
幣
原
外
交
を
経
済
的
に
譲
歩
が
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
民
政
党
の
前
身
で
あ
る
当

時
の
憲
政
会
政
権
を
批
判
し
て
い
た⑯
。
つ
ま
り
こ
の
時
の
与
野
党
関
係
と
は
逆
の
構
図
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
政
党
の
関
税
問

題
に
対
す
る
態
度
は
必
ず
し
も
一
貫
し
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
日
華
実
業
協
会
が
切
望
し
て
い
た
関
税
会
議
の
開
催
と
中
国
内
乱
の
抑

止
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
国
内
状
況
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

事
実
こ
の
決
議
文
に
示
さ
れ
た
ス
タ
ン
ス
は
、
関
税
問
題
を
め
ぐ
っ
て
二
大
政
党
間
の
動
き
が
活
発
化
し
て
か
ら
も
変
化
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
日
華
実
業
協
会
の
幹
事
会
に
お
い
て
も
改
め
て
外
交
を
政
争
の
外
に
置
く
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
し⑰
、
先
に
見
た
民

政
党
代
議
士
の
大
阪
訪
問
に
対
し
て
も
、
実
業
家
代
表
か
ら
は
、「
朝
野
の
二
大
政
党
が
対
外
政
策
殊
に
対
支
外
交
に
つ
い
て
は
こ
の
際
国
家
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の
た
め
一
致
し
て
当
る
こ
と
が
必
要
」
と
の
趣
旨
の
返
答
が
な
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
在
阪
の
実
業
家
の
多
く
は
国
内
経
済
政
策
を
め
ぐ
っ
て

政
友
会
へ
の
反
発
を
強
め
、
民
政
党
へ
の
接
近
を
図
っ
て
い
た
が⑱
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
外
交
問
題
を
政
府
批
判
の
争
点
と
す
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

国
民
政
府
の
条
約
廃
棄
宣
告
が
行
わ
れ
た
後
の
実
際
の
運
動
と
し
て
、
同
会
が
力
を
注
い
だ
の
は
、
二
章
ま
で
で
確
認
し
た
運
動
を
受
け
継

い
で
、
実
質
的
に
関
税
会
議
で
議
論
さ
れ
た
内
容
が
国
民
政
府
と
の
新
条
約
締
結
に
あ
た
っ
て
も
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
実
業
界
の
意
見
を
と
り

ま
と
め
、
政
府
に
対
し
て
要
請
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
こ
の
時
期
大
阪
で
は
日
華
経
済
協
会
と
い
う
団
体
が
結
成
さ
れ
た

が
、
そ
れ
を
受
け
た
日
華
実
業
協
会
は
、
直
ち
に
喜
多
（
日
華
経
済
協
会
の
副
会
長
と
日
華
実
業
協
会
の
幹
事
を
兼
任
）
と
懇
談
を
行
い
、
中
国
問

題
に
関
し
て
は
今
後
も
提
携
し
て
あ
た
っ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た⑲
。
こ
の
頃
大
商
は
、
国
民
政
府
が
関
税
会
議
で
の
議
論
内
容
に
従
わ
ず

「
甚
し
く
高
率
且
複
雑
」
な
課
税
を
実
施
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
政
府
に
対
し
て
「
関
税
会
議
再
開
の
為
め
速
や
か
に
適
当

の
対
策
を
講
じ
」
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た⑳
。
関
税
会
議
で
規
定
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
税
率
は
、
在
阪
の
実
業
家
に
と
っ
て
も
容

認
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
（
一
章
二
節
）、
こ
こ
で
国
民
政
府
の
条
約
廃
棄
宣
告
と
い
う
シ
ョ
ッ
ク
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
関
税
会
議
の
重
要

性
を
認
め
る
点
に
お
い
て
、
東
京
・
大
阪
の
実
業
家
の
意
見
は
最
終
的
に
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
九
月
に
開
催
さ
れ
た
日

華
実
業
協
会
の
幹
事
会
で
は
、
喜
多
ら
大
阪
側
の
代
表
者
を
交
え
て
議
論
が
行
わ
れ㉑
、
日
華
実
業
協
会
と
日
華
経
済
協
会
が
連
名
で
、
関
税
会

議
で
の
税
率
を
固
守
せ
よ
と
い
う
主
張
を
外
相
宛
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た㉒
。

そ
し
て
関
税
会
議
に
つ
い
て
国
内
実
業
界
が
抱
え
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
、
借
款
償
還
問
題
に
関
し
て
も
議
論
は
進
ん
で
い
っ
て
い
た
。

日
中
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
と
、
対
中
債
権
を
抱
え
る
実
業
家
は
、
ど
の
程
度
実
際
に
償
還
が
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
敏
感
に
な
っ
て
お
り
、

一
九
二
八
年
の
一
一
月
に
は
、
東
亜
興
業
・
古
河
商
事
・
中
日
実
業
・
三
井
物
産
・
大
倉
組
・
泰
平
組
合
・
住
友
合
資
・
三
菱
合
資
の
八
社
が

会
合
し
、
以
後
対
中
債
権
問
題
に
関
し
て
結
束
し
て
運
動
す
る
こ
と
を
決
し
た㉓
。

こ
の
よ
う
な
債
権
償
還
を
重
視
す
る
立
場
も
、
日
華
実
業
協
会
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
同
会
は
東
亜
興
業
の
関
係
者
ら
を
幹
事
会
に
招
い
て
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中
国
情
勢
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
す
る
と
と
も
に
、
一
九
二
八
年
末
に
は
債
権
団
の
陳
情
に
呼
応
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
日
中
交
渉
に
際
し

て
債
権
の
償
還
額
に
つ
い
て
譲
歩
し
な
い
よ
う
、
意
見
を
表
明
す
る
に
至
っ
て
い
た㉔
。
対
中
債
権
を
抱
え
る
企
業
が
組
織
的
に
意
見
を
と
り
ま

と
め
て
陳
情
を
行
う
と
と
も
に
、
日
華
実
業
協
会
も
彼
ら
の
意
見
を
汲
み
上
げ
る
と
い
う
か
た
ち
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

右
に
確
認
し
た
陳
情
に
際
し
て
は
、
前
も
っ
て
日
華
経
済
協
会
の
喜
多
と
の
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り㉕
、
最
終
的
に
喜
多
の

上
京
を
待
っ
て
、
税
率
・
債
権
問
題
双
方
に
関
す
る
基
本
方
針
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た㉖
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
内
容
は
、
①
国
民
政
府

に
関
税
増
収
分
を
債
務
整
理
に
充
当
さ
せ
る
こ
と
、
②
そ
の
額
は
年
額
約
五
〇
〇
万
元
と
し
、
以
後
漸
増
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
民
政
党
が
批
判
し
た
田
中
内
閣
が
国
民
政
府
と
の
間
で
結
ん
だ
暫
定
協
定
は
、
関
税
会
議
の
税
率
案
を
も
と
に
債
権
問
題
の

解
決
も
志
向
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
決
し
て
容
認
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
国
民
政
府
と
の
間
で
交
渉
さ
れ
て
い
る
差
等
税

率
案
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
大
商
は
こ
れ
を
容
認
し
、「
此
際
日
支
両
国
間
に
於
け
る
諸
懸
案
の
解
決
を
期
す
る
を
可
と
す
」
と
の
意

見
を
採
択
し
た㉗
。
こ
れ
以
後
、
大
商
・
日
華
経
済
協
会
は
、
関
税
問
題
に
つ
い
て
事
態
の
推
移
を
静
観
す
る
よ
う
に
な
っ
た㉘
。
日
華
実
業
協
会

同
会
も
こ
の
税
率
協
定
を
も
っ
て
本
問
題
は
「
解
決
ヲ
見
ル
ニ
到
」
っ
た
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
認
め
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る㉙
。

も
っ
と
も
以
上
の
措
置
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
続
い
て
列
国
が
中
国
の
関
税
自
主
権
を
承
認
し
て
い
っ
た
田
中

内
閣
の
末
期
（
一
九
二
九
年
四
月
）
に
は
、
日
本
も
中
国
と
の
間
に
新
た
な
関
税
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が
既
定
方
針
と
な
っ
た
。
日
華
実
業
協
会
は

こ
の
新
協
定
締
結
問
題
に
関
す
る
実
業
界
で
の
意
見
調
整
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
。
同
会
は
一
九
二
九
年
八
月
に
日
本
経
済
連
盟
会
と
「
支
那

問
題
特
別
調
査
委
員
会
」
を
結
成
し
、
綿
製
品
の
関
税
率
な
ど
に
関
し
て
議
論
を
行
っ
た
。
最
終
的
に
は
二
団
体
の
連
名
で
「
日
支
通
商
条
約

改
訂
に
関
す
る
意
見
書
」
を
政
府
に
対
し
て
提
出
し
、
中
国
の
関
税
自
主
権
回
復
後
も
、
重
要
輸
出
品
に
は
現
行
の
差
等
税
率
を
基
礎
と
し
た

互
恵
協
定
を
結
ぶ
こ
と
な
ど
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た㉚
。
こ
の
調
査
委
員
会
の
会
長
に
は
、
日
華
実
業
協
会
の
幹
事
を
務
め
る
門
野
重
九
郎

が
就
任
し
、
彼
の
下
で
有
力
経
済
団
体
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
税
率
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
が
練
り
上
げ
ら
れ
た
。
関
税
会
議
時
点
と
異
な
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り
、
日
華
実
業
協
会
が
実
業
界
の
意
見
の
周
旋
に
動
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
同
会
を
中
心
と
し
た
動
き
が
、
政
府
の
政
策
決
定
過
程
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
を
論

証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
政
府
が
こ
の
よ
う
な
実
業
家
の
動
き
を
意
識
し
、
意
見
調
整
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
事
例
を
指
摘

す
る
こ
と
は
で
き
る
。
右
の
意
見
書
の
提
出
に
先
ん
じ
て
、
一
九
二
九
年
六
月
に
は
、
外
務
省
内
に
「
条
約
改
正
準
備
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ

た
。
こ
れ
は
官
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
懇
談
会
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
政
府
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
兒
玉

謙
次
（
横
浜
正
金
）・
三
宅
川
百
太
郎
（
三
菱
）・
安
川
雄
之
助
（
三
井
物
産
）・
喜
多
ら
日
華
実
業
協
会
の
幹
事
な
ど
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た㉛
。
さ
ら
に
同
月
中
に
は
、
条
約
問
題
に
関
す
る
外
務
省
と
実
業
家
の
懇
談
会
が
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
、
大
阪
側
の
代
表
者
も
交
え
協

議
が
行
わ
れ
て
い
た32
。
こ
の
よ
う
な
協
議
会
は
、「
対
支
商
権
擁
護
連
盟
」
の
結
成
時
（
二
章
二
節
）
に
も
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
関
税

協
定
を
め
ぐ
る
交
渉
が
佳
境
を
迎
え
る
な
か
で
改
め
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
華
実
業
協
会
が
残
し
た
記
録
に

よ
れ
ば
、
条
約
改
定
に
あ
た
る
過
程
で
「
外
務
省
主
催
ノ
官
民
懇
談
会
等
ニ
於
テ
充
分
当
局
ト
懇
談
ヲ
遂
」
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最

終
決
着
に
至
る
ま
で
の
外
務
当
局
と
の
折
衝
内
容
は
、
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る33
。

結
果
的
に
、
新
た
な
日
中
関
税
協
定
は
、
民
政
党
の
浜
口
雄
幸
内
閣
へ
の
交
代
を
経
て
、
一
九
三
〇
年
五
月
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
側
は
関
税
自
主
権
回
復
後
も
主
要
輸
出
品
八
九
品
目
に
対
し
て
協
定
税
率
を
残
存
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

た
も
の
は
六
二
品
目
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
関
税
会
議
の
税
率
が
参
照
軸
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
日
華
実
業
協
会
に
と
っ
て
も
妥
協
不

可
能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政
府
・
外
務
省
が
日
華
実
業
協
会
と
の
意
見
交
換
を
密
に
し
、
彼
ら
が
交
渉
に
あ
た
っ
て
要
求
し
た
原
則
が
守

ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
展
開
さ
れ
た
日
中
関
税
問
題
は
、
日
本
国
内
か
ら
大
反
発
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、
ひ

と
ま
ず
の
着
地
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

①

久
保
亨
『
戦
間
期
中
国
〈
自
立
へ
の
模
索
〉』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九

年
）
第
一
章
。

②
「
出
先
き
外
交
官
を
招
き
対
支
問
題
を
講
究
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年

七
月
二
一
日
付
、「
諸
記
録
（
昭
和
二
年
十
二
月
以
降
）」（「
日
華
実
業
協
会
第
八

一九二〇年代後半における中国関税改定問題と日華実業協会（藤井）
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回
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
五
〇
三
〜
五
〇
五
頁
。

③
「
対
支
条
約
改
訂
に
阪
神
実
業
家
動
き
出
す
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年

八
月
二
五
日
付
。

④
「
関
西
実
業
団
が
対
支
問
題
の
決
議
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
五
月
一

〇
日
付
、「
日
華
経
済
協
会
発
会
」『
大
阪
時
事
新
報
』
同
年
八
月
四
日
付
。

⑤

な
お
こ
の
妥
協
の
背
景
に
は
、
国
民
政
府
内
で
、
早
期
の
関
税
自
主
権
回
復
を

求
め
る
「
革
命
外
交
」
路
線
よ
り
、
関
税
率
の
漸
進
的
引
き
上
げ
を
目
指
す
「
財

政
外
交
」
路
線
が
優
位
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

⑥
「
立
憲
民
政
党
々
報
」（『
民
政
』
第
一
巻
第
五
号
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
日
）。

⑦
「
対
支
外
交
に
対
す
る
我
党
の
態
度
」（
同
右
、
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
二
八
年

九
月
一
日
）。

⑧
「
対
支
決
議
発
表
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
七
月
二
二
日
付
。

⑨
「
立
憲
民
政
党
々
報
」（『
民
政
』
第
二
巻
第
九
号
）。

⑩
「
立
憲
民
政
党
々
報
」（
同
右
、
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
二
九
年
二
月
一
日
）、

引
用
は
一
宮
房
治
郎
の
発
言
。

⑪

第
五
六
議
会
衆
議
院
本
会
議
で
の
永
井
柳
太
郎
の
発
言
（
一
九
二
九
年
一
月
二

二
日
）『
帝
国
議
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ム
』（
teikokugikai-i.ndl.go.jp）。

⑫
「
安
達
小
橋
両
氏
と
支
那
問
題
を
懇
談
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年
八
月

三
一
日
付
。

⑬
「
森
外
務
次
官
と
大
阪
実
業
家
」『
中
央
新
聞
』
一
九
二
八
年
八
月
二
六
日
付
。

⑭
「
日
華
実
業
協
会
往
復
」（
二
）
所
収
の
意
見
書
（
一
九
二
八
年
二
月
作
成
）

『
渋
沢
資
料
』
四
九
一
〜
四
九
二
頁
。

⑮

根
岸
佶
「
挙
国
一
致
の
外
交
」（『
支
那
』
第
一
九
巻
第
五
号
、
一
九
二
八
年
五

月
）
は
、「
現
内
閣
は
夙
に
和
平
勧
告
意
思
あ
る
模
様
で
あ
る
が
、
失
敗
の
場
合

反
対
党
に
攻
撃
せ
ら
る
ゝ
を
恐
れ
て
躊
躇
し
て
居
る
」
と
し
、「
対
支
和
平
勧
告

の
提
唱
」（
二
章
注
㉖
）
は
、
現
在
国
内
政
局
が
不
安
定
で
あ
り
、
和
平
勧
告
を

行
う
に
は
「
腰
を
据
ゑ
て
之
に
取
り
か
ゝ
る
政
府
」
が
必
要
と
の
指
摘
を
し
て
い

る
。

⑯
「
関
税
会
議
打
切
り
見
逃
せ
ぬ
」（『
政
友
』
第
三
〇
六
号
、
一
九
二
六
年
八
月
）

な
ど
。

⑰
「
幹
事
会
ニ
於
ケ
ル
対
支
時
局
ニ
関
ス
ル
申
合
」（「
日
華
実
業
協
会
第
九
回
会

務
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
五
一
九
頁
。

⑱

瀧
口
剛
「
民
政
党
と
大
阪
財
界
」（
一
）
〜
（
三
）（『
阪
大
法
学
』
第
五
七
巻

第
四
号
、
第
五
八
巻
第
五
号
、
第
六
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
、
二
〇
〇
九
、
二

〇
一
二
年
）。

⑲
「
対
支
問
題
に
提
携
し
て
当
る
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
八
月
九
日
付
。

⑳
「
本
所
録
事
」（『
大
阪
商
工
会
議
所
月
報
』
第
二
五
七
号
、
一
九
二
八
年
一
〇

月
）。

㉑
「
諸
記
録
（
昭
和
二
年
十
二
月
以
降
）」（「
日
華
実
業
協
会
第
八
回
報
告
書
」
所

収
）『
渋
沢
資
料
』
五
〇
六
〜
五
〇
七
頁
。

㉒
「
日
華
実
業
協
会
往
復
」（
二
）
所
収
の
意
見
書
、
同
右
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
。

㉓
「
関
税
増
徴
対
策
引
当
に
対
支
借
款
の
取
立
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年

一
一
月
一
四
日
付
。

㉔
「
差
等
税
率
実
施
の
通
告
に
日
華
実
業
緊
急
協
議
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二

八
年
一
二
月
八
日
付
。

㉕

同
右
。

㉖
「
幹
事
会
記
録
（
昭
和
三
年
十
二
月
下
旬
以
降
）」（「
日
華
実
業
協
会
第
九
回
会

務
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
五
一
五
頁
。

㉗
「
本
所
録
事
」（『
大
阪
商
工
会
議
所
月
報
』
第
二
五
八
号
、
一
九
二
八
年
一
一

月
）。

㉘
「
本
所
録
事
」（
同
右
、
第
二
六
〇
号
、
一
九
二
九
年
一
月
）、「
日
華
経
済
協
会

対
支
問
題
申
合
」『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
二
八
年
一
〇
月
二
三
日
付
。

㉙
「
日
支
関
税
協
定
」（「
日
華
実
業
協
会
第
九
回
会
務
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資

料
』
五
二
〇
頁
。
幹
事
の
中
に
は
、
債
権
償
還
額
に
不
満
を
持
つ
者
も
い
た
よ
う
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で
あ
る
が
（「
釐
金
を
除
い
た
も
の
な
ら
ば
影
響
は
軽
か
ら
う
」（
安
川
雄
之
助

談
）『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
一
二
月
八
日
付
）、
こ
れ
が
民
政
党
に
よ
る

批
判
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

㉚
「
日
支
通
商
条
約
改
訂
ニ
関
ス
ル
意
見
書
（
案
）」（「
日
華
実
業
協
会
往
復
」

（
二
）
所
収
）『
渋
沢
資
料
』
五
一
二
〜
五
一
四
頁
。

㉛
「
条
約
改
正
準
備
委
員
会
を
設
置
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
六
月
七
日

付
夕
刊
。

32
「
幹
事
会
記
録
」（「
日
華
実
業
協
会
第
九
回
会
務
報
告
書
」
所
収
）『
渋
沢
資

料
』
五
一
七
〜
五
一
八
頁
。

33
「
日
支
通
商
条
約
改
訂
」（「
日
華
実
業
協
会
第
九
回
会
務
報
告
書
」
所
収
）
同

右
、
五
二
〇
頁
。

お

わ

り

に

以
上
本
稿
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
中
国
情
勢
の
変
動
に
伴
っ
て
、
関
税
改
定
問
題
に
関
す
る
日
華
実
業
協
会
の
政
治
運
動
の
あ
り
様

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
本
稿
の
内
容
を
要
約
し
、
当
該
期
の
日
華
実
業
協
会
の
活
動
の
特
色
と
そ

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

第
一
次
大
戦
後
の
中
国
関
税
改
定
は
、
日
本
の
実
業
家
に
と
っ
て
対
中
貿
易
と
投
資
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
問
題
で
あ
っ
た
。
関
税
会
議
の

開
催
時
点
に
お
い
て
は
、
在
阪
の
実
業
家
は
会
議
に
対
し
て
対
中
輸
出
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
批
判
的
な
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
、
対
中

投
資
に
従
事
し
て
い
る
在
京
の
実
業
家
は
、
関
税
増
収
に
よ
る
借
款
償
還
を
優
先
さ
せ
る
必
要
性
か
ら
会
議
の
成
立
を
希
望
し
て
い
た
。
幹
事

の
多
く
を
在
京
の
実
業
家
が
占
め
て
い
た
日
華
実
業
協
会
は
、
基
本
的
に
後
者
の
立
場
を
優
先
し
、
大
阪
で
の
運
動
と
日
華
実
業
協
会
の
活
動

と
は
相
互
に
連
携
を
欠
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
第
一
次
大
戦
期
以
来
の
対
立
は
、
克
服
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
関
税
会
議
の
中
断
と
国
民
政
府
の
台
頭
と
い
う
事
態
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
関
税
会
議
の
再
開
を

否
定
す
る
国
民
政
府
が
付
加
税
の
徴
収
を
実
行
す
る
と
、
日
華
実
業
協
会
は
在
阪
の
経
済
団
体
の
動
き
に
同
調
し
、
協
同
し
て
反
対
運
動
を
展

開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
当
初
は
税
率
引
き
上
げ
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
関
税
会
議
の
開
催
に
批
判
的
で
あ
っ
た
在
阪
の
経
済

団
体
も
、
中
国
内
乱
の
深
刻
化
が
対
中
貿
易
に
与
え
る
悪
影
響
へ
の
懸
念
か
ら
、
中
国
の
統
一
政
権
の
樹
立
を
前
提
と
し
た
関
税
会
議
の
再
開
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を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
華
実
業
協
会
が
中
心
と
な
る
か
た
ち
で
、
中
国
へ
の
南
北
和
平
勧
告
と
関
税
会
議
の
再
開
が
、
東

西
の
実
業
家
の
総
意
と
し
て
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
北
伐
に
成
功
し
た
国
民
政
府
に
よ
っ
て
条
約
の
廃
棄
が
通
告
さ
れ
る
に
至
り
、
中
国
と
の
新
関
税
協
定
締
結
は
避
け
ら
れ
な

い
事
態
と
な
っ
た
。
関
税
問
題
の
先
行
き
は
一
層
不
透
明
な
も
の
と
な
り
、
当
時
の
野
党
民
政
党
か
ら
政
府
へ
の
批
判
が
強
ま
っ
た
。
し
か
し

日
華
実
業
協
会
は
政
党
の
動
き
と
は
距
離
を
置
き
、
関
税
会
議
の
再
開
を
求
め
る
従
来
の
提
言
を
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
差
等
税
率
の
実
施
と

債
権
償
還
の
確
約
を
求
め
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
、
在
阪
の
実
業
家
や
、
日
本
経
済
連
盟
会
な
ど
の
有
力
経
済
団
体
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、

政
策
提
言
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
事
実
か
ら
は
、
当
該
期
を
通
じ
て
日
華
実
業
協
会
を
中
心
と
し
て
、
東
西
の
実
業
家
の
意
見
調
整
が
図

ら
れ
、
政
府
へ
の
要
求
を
行
う
と
い
う
運
動
の
あ
り
方
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
従
来
は
東
京
・
大
阪
の
実
業
家
・
経

済
団
体
の
関
係
は
必
ず
し
も
円
滑
で
は
な
か
っ
た
が
、
関
税
会
議
の
中
断
・
国
民
政
府
の
台
頭
と
い
う
事
態
を
経
る
中
で
、
同
会
は
両
者
の
意

見
を
媒
介
し
、
運
動
を
統
合
す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
同
会
は
関
税
会
議
の
議
論
を
基
に
税
率
・
債
権
問
題
の
包
括
的
な
解
決
を
求
め
る
と
い
う
主
張
を
堅
持
し
、
そ
の
実

行
に
当
た
っ
て
政
党
間
の
対
立
を
超
え
た
対
中
政
策
の
形
成
を
訴
え
た
。
当
時
の
二
大
政
党
間
の
対
立
の
激
化
は
、
外
交
問
題
の
政
局
化
に
も

繫
が
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
克
服
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
と
し
て
自
覚
し
、
自
ら
体
系
的
な
政
策
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、

同
会
の
活
動
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

総
じ
て
い
え
ば
、
外
交
問
題
の
国
内
政
局
に
お
け
る
争
点
化
を
避
け
つ
つ
、
実
業
界
内
の
対
中
政
策
に
つ
い
て
の
意
見
を
と
り
ま
と
め
、
政

府
と
の
意
見
交
換
の
緊
密
化
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
、
当
該
期
の
日
華
実
業
協
会
の
運
動
の
特
質
で
あ
っ
た
。
か
か
る
同
会
の
活
動
は
ひ
と

つ
に
は
、
当
時
の
対
中
外
交
の
国
内
的
背
景
を
安
定
的
な
も
の
と
し
、
政
府
・
外
務
省
に
よ
る
政
策
・
交
渉
の
遂
行
を
助
け
る
こ
と
に
も
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
こ
の
時
期
に
実
業
界
内
で
の
対
中
政
策
に
関
す
る
意
見
の
対
立
を
克
服
し
た
こ
と
は
、
日
華
実
業
協
会
が
そ
の
設
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立
目
的
で
示
し
た
通
り
に
、
対
中
外
交
へ
の
関
与
を
強
め
て
い
く
前
提
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
中
間
の
政
府
間
関
係
が
悪
化
す

る
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
、
日
華
実
業
協
会
の
活
動
は
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
分
析
は
次
な
る
課
題
と
し

た
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
三
〇
年
度
松
下
幸
之
助
記
念
財
団
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。

（
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
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Chinese Tariff Revision in the Late 1920s and

the Nikka Jitsugyō Kyōkai

by

FUJII Takashi

After World War I, Japanese businessmen organized a group called the

Nikka Jitsugyō Kyōkai日華実業協会 (Japan-China Business Association) that

included a wide range of Japanese businessmen and business organizations

who thought it necessary to solve economic issues between Japan and China.

This paper analyses how this group developed a political campaign to deal

with Chinese tariff revision, which was the most controversial economical

issue between the two nations in the late 1920s, and clarifies the

development of the group as a political organization.

When the Special Tariff Conference in Beijing was held in 1925 with the

aim of reaching a final agreement among China and the powers, Japanese

businessmen paid much attention because the issue was deeply linked with

Japanese trade and investments in China. But the organizers of the Nikka

Jitsugyō Kyōkai at first consisted mainly of businessmen from Tokyo, and

the organization did not cooperate with the businessmen from the Osaka

region because their interests conflicted.

However, when the tariff conference was broken off in July 1926 because

of the turmoil in China, Japanese businessmen from throughout the nation

were anxious about the future of Chinese tariffs. This change of the situation

in China had a great impact on the campaign of the Nikka Jitsugyō Kyōkai.

The association mediated the views of businessmen in Tokyo and Osaka,

uniting them in the demand that the Japanese government make an effort to

reopen the international conference and resolve the tariff issue

comprehensively. Conflicts between the two regions were thus overcome by

the Nikka Jitsugyō Kyōkai that also insisted that the policy toward China

should not be affected by the conflict between political parties and be

carried out consistently. Besides, it also provided opportunities for meetings

with political authorities to exchange of views about this issue.

The activities of the Nikka Jitsugyō Kyōkai throughout this period were

meant to integrate the views of domestic business circles and to develop
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closer relationships with the government in order to facilitate an exchange

of views. This also signaled the development of the Nikka Jitsugyō Kyōkai as

a political group that would have a stronger involvement with diplomacy

toward China in the future.

Key Words ; business circles, Japanese diplomacy, Chinese tariffs
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